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(57)【要約】
飲料調製装置および方法を開示する。装置（１）は、淹
出チャンバ（２）と、淹出チャンバに希釈剤を供給する
少なくとも一つのポンプ（３，３’）と、希釈剤を加熱
するための二つの加熱手段（５，５’）と、制御器（Ｃ
）と、を備える。少なくとも一つの加熱手段はパイプヒ
ータである。制御器（Ｃ）は、希釈剤の流量および温度
の関数として前記加熱手段の一つまたはすべてに電力を
独立して供給する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　飲料調製装置（１）であって、
　飲料調製のために少なくとも一の原材料を収容するための淹出チャンバ（２）と、
　少なくとも一の希釈剤源（４）から前記淹出チャンバ（２）に希釈用液体を供給するた
めの少なくとも一のポンプ（３）と、
　少なくとも二つの加熱手段（５，５’）と、
を備えており、
　前記手段は、内部を通って流れる希釈用液体を加熱するための少なくとも一のパイプヒ
ータを有しており、
　少なくとも一の加熱手段は、前記淹出チャンバ（２）の上流側に配置されて前記チャン
バ（２）に希釈剤を供給しており、
　前記加熱手段（５，５’）は、前記加熱手段（５，５’）を作動させるよう前記少なく
とも一つのパイプヒータを有する前記加熱手段（５，５’）に独立して電力を供給するよ
うに構成される制御器（Ｃ）によって独立して制御される前記少なくとも一のパイプヒー
タを有する装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の飲料調製装置であって、前記加熱手段（５，５’）は少なくとも一の
パイプヒータの二以上の加熱セクション（８０，８０ａ，８０ｂ）を備えており、それぞ
れの加熱セクションは前記制御器（Ｃ）によって独立して制御される装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の飲料調製装置であって、前記二以上の加熱手段は二以上の別々のパイ
プヒータ（５，５’）によって形成されており、好ましくは前記二以上のパイプヒータ（
５，５’）は直列に接続されている装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の飲料調製装置であって、前記少なくとも一のパイプヒータ（５，５’
）の前記二以上の加熱セクション（８０，８０ａ，８０ｂ）は、前記パイプヒータに貼り
付けられた二以上の別々の部分の加熱フィルムによって形成されており、前記フィルム部
分は互いに電気的に絶縁されている装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の飲料調製装置であって、前記制御器（Ｃ）は、前記加
熱手段（５，５’）を通過する希釈用液体流量に応じて電力を前記加熱手段に供給するよ
う構成されている装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の飲料調製装置であって、前記パイプヒータ（５）に電
力を供給するための前記制御器（Ｃ）は、前記二以上の加熱セクション（８０，８０ａ，
８０ｂ）に選択的に電力を供給するよう、前記二以上の加熱セクション（８０，８０ａ，
８０ｂ）に接続される装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の飲料調製装置であって、前記少なくとも一のパイプヒ
ータ（５，５’）を通過する希釈用液体の流量を計測する手段と、前記流量を変更する手
段と、を備える装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の飲料調製装置であって、前記制御器（Ｃ）は、前記少
なくとも一のパイプヒータ（５，５’）を通過する希釈用液体流量に応じて、前記少なく
とも一つのパイプヒータ（５，５’）の前記一以上の加熱セクション（８０，８０ａ，８
０ｂ）に供給される電力を変更するよう、または前記一以上の加熱セクション（８０，８
０ａ，８０ｂ）を非作動とするよう、構成される装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかに記載の飲料調製装置であって、
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　前記制御器（Ｃ）は、前記少なくとも一のパイプヒータから導出される希釈剤の温度を
、内部を通って通過する希釈用液体の最大流量値に対する温度値に設定するよう、少なく
とも一のパイプヒータを有する前記加熱手段（５，５’）に電力を供給するように構成さ
れており、
　前記制御器（Ｃ）は、現在の流量値が希釈用液体の前記最大流量値未満である場合、前
記少なくとも一のパイプヒータ（５，５’）に供給される電力を低減するよう、または前
記少なくとも一のパイプヒータ（５，５’）を非作動とするよう、動作する装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれかに記載の飲料調製装置（１）による飲料を調製する方法であっ
て、
　淹出チャンバ（２）の内部に少なくとも一の原材料を供給する工程と、
　希釈剤源（４）から前記淹出チャンバ（２）に希釈用液体を供給するよう少なくとも一
の希釈ポンプ（３）を作動させる工程と、
　前記少なくとも一のパイプヒータを有する前記加熱手段（５，５’）に独立して電力を
供給して前記加熱手段（５，５’）の一つ以上を選択的に作動させるまたは非作動とする
よう前記制御器（Ｃ）を動作させる工程と、
を含む方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法であって、前記パイプヒータから導出される希釈剤の設定温度
を維持するよう、前記少なくとも一のパイプヒータ（５，５’）を通過する希釈用液体流
量に応じて、内部を通って通過する希釈用液体を加熱するように、電力をパイプヒータ（
５）に供給する工程を含む方法。
【請求項１２】
　請求項１０または１１に記載の方法であって、前記パイプヒータから導出される希釈剤
の設定温度を維持するよう、好ましくは前記少なくとも一のパイプヒータ（５，５’）を
通過する希釈用液体流量に応じて、前記少なくとも一のパイプヒータ（５，５’）に供給
される電力を低減する、または前記少なくとも一のパイプヒータ（５，５’）を非作動と
する工程を含む方法。
【請求項１３】
　請求項１０～１１のいずれかに記載の方法であって、前記パイプヒータから導出される
希釈剤の設定温度を維持するよう、前記少なくとも一のパイプヒータ（５，５’）を通過
する希釈用液体流量に応じて、前記少なくとも一のパイプヒータ（５，５’）の一以上の
加熱セクション（８０，８０ａ，８０ｂ）に供給される電力を低減する、または前記少な
くとも一のパイプヒータ（５，５’）の一以上の加熱セクション（８０，８０ａ，８０ｂ
）を非作動とする工程を含む方法。
【請求項１４】
　請求項１０～１３のいずれかに記載の方法であって、前記パイプヒータから導出される
希釈剤の設定温度を維持するよう、前記少なくとも一のパイプヒータ（５，５’）を通過
する希釈用液体流量を変更するように、前記少なくとも一のポンプ（３）を動作させる工
程を含む方法。
【請求項１５】
　請求項１０～１４のいずれかに記載の方法であって、前記少なくとも一のポンプ（３）
の動作点を用いて、および／または少なくとも一のセンサ（Ｓ１）によって、前記少なく
とも一のパイプヒータ（５，５’）を通過する希釈用液体の現在の流量値を測定する方法
。
【請求項１６】
　請求項１０～１５のいずれかに記載の方法であって、前記パイプヒータから導出される
希釈剤の温度を、内部を通って通過する希釈用液体の最大流量値に対する温度値に設定す
るよう、少なくとも一のパイプヒータ（５）に電力を供給する工程を含み、
さらに、



(4) JP 2017-529912 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

　現在の流量値が希釈用液体の前記最大流量値未満である場合、前記少なくとも一のパイ
プヒータ（５，５’）に供給される電力を低減する工程、または前記少なくとも一のパイ
プヒータ（５，５’）を非作動とする工程
を含む方法。
【請求項１７】
　請求項１～９のいずれかに記載の飲料調製装置（１）であって、
　前記淹出チャンバ（２）に接続される第一パイプヒータ（５）と、
　前記淹出チャンバの下流側にある前記飲料適量供給手段（２ｂ）の少なくとも一つに、
または前記淹出チャンバ（２）に接続される第二パイプヒータ（５’）と、
を備えており、
　前記制御器（Ｃ）が、前記加熱器から導出される希釈剤の温度を、飲料調製サイクルに
おいて一定の値および／または少なくとも二つの異なる値（Ｔ１，Ｔ２）に、独立して設
定するよう構成されている装置。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の飲料調製装置であって、
　前記加熱手段（５，５’）のうちの一つは、内部を通って流れる希釈用液体を加熱する
ためのパイプヒータである、または、
　前記加熱手段（５，５’）の両方が、内部を通って流れる希釈用液体を加熱するための
パイプヒータである装置。
【請求項１９】
　請求項１７または１８に記載の飲料調製装置であって、前記少なくとも二つの温度値（
Ｔ１，Ｔ２）間の差が少なくとも３０℃、好ましくは少なくとも４０℃、より好ましくは
少なくとも５０℃であり、
　第二温度値（Ｔ２）が第一温度値（Ｔ１）より高く、
　好ましくは、前記異なる温度値（Ｔ１，Ｔ２）の一方は周囲温度から７０℃の範囲にあ
る装置。
【請求項２０】
　請求項１７～１９のいずれかに記載の飲料装置であって、それぞれの加熱器（５，５’
）に接続されるポンプ（３，３’）を備える装置。
【請求項２１】
　請求項１７～２０のいずれかに記載の飲料調製装置であって、前記制御器（Ｃ）は、淹
出工程の際に前記ポンプ（３，３’）によって供給される希釈剤の流量を停止するまたは
低減するよう、前記少なくとも一つの希釈剤ポンプ（３，３’）を独立して動作させるよ
うに構成される装置。
【請求項２２】
　請求項１～９または１７～２１のいずれかに記載の飲料調製装置であって、前記加熱手
段（５，５’）のうちの少なくとも一つは、前記淹出チャンバに蒸気を供給するよう配置
される装置。
【請求項２３】
　請求項１～９または１７～２２のいずれかに記載の飲料調製装置であって、
　同じ希釈用液体または二つの異なる希釈用液体を供給するための二つの希釈用液体源（
４，４’）を備えており、
　前記淹出チャンバ（２）は、第一希釈剤源（４，４’）から第一希釈用液体を受け取る
よう、または前記二つの希釈剤源（４，４’）の両方から前記希釈用液体を受け取るよう
、流体連通状態に配置される装置。
【請求項２４】
　請求項１～９または１７～２３のいずれかに記載の飲料調製装置であって、
　前記二つの加熱器（５，５’）の一方は前記二つの希釈剤源（４）のうちの一方から少
なくとも一の希釈用液体を受け取るよう配置されており、
　他方の加熱器（５’）は他方の希釈剤源（４’）から少なくとも一の希釈用液体を受け
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取るよう配置されている装置。
【請求項２５】
　請求項１～９または１７～２４のいずれかに記載の飲料調製装置であって、前記少なく
とも一つのパイプヒータ（５）の少なくとも一部は前記淹出チャンバ（２）の一部を構成
している装置。
【請求項２６】
　請求項１～９または１７～２５のいずれかに記載の飲料調製装置であって、さらに、少
なくとも一の加熱器（５，５’）から導出される前記希釈剤液体の温度を計測するための
少なくとも一の温度センサ（Ｓ）を備える装置。
【請求項２７】
　請求項１～９または１７～２６のいずれかに記載の飲料調製装置であって、前記淹出チ
ャンバ（２）における前記原材料は、カプセルまたはフィルタ区画に予め包装されており
、前記淹出チャンバ（２）に挿入される装置。
【請求項２８】
　請求項１７～２７のいずれかに記載の飲料調製装置であって、さらに、前記淹出チャン
バ（２）の出口を閉じるための手段（２ａ）を備える装置。
【請求項２９】
　先行するいずれかの請求項に記載の飲料調製装置であって、前記少なくとも一のパイプ
ヒータ（５，５’）は閉じたタイプまたは開いたタイプである装置。
【請求項３０】
　先行するいずれかの請求項に記載の飲料調製装置であって、前記少なくとも一のパイプ
ヒータ（５，５’）は自動調整タイプである装置。
【請求項３１】
　請求項１０～１６のいずれかに記載の方法であって、さらに、
　前記淹出チャンバ（２）から飲料を適量供給するための手段（２ｂ）へまたは前記淹出
チャンバへまたはその両方へ、第二加熱手段（５’）から希釈剤を供給する工程と、
　前記加熱手段の一方から導出されるまたは前記加熱手段の両方から導出される希釈剤の
温度を一定の値および／または少なくとも二つの異なる値（Ｔ１，Ｔ２）に独立して設定
するよう、前記加熱手段の一方または前記二つの両方の加熱手段（５，５’）へ電力を供
給する工程と、
を含む方法。
【請求項３２】
　請求項３１に記載の方法であって、前記少なくとも二つの温度値（Ｔ１，Ｔ２）間の差
が少なくとも３０℃、好ましくは少なくとも４０℃、より好ましくは少なくとも５０℃で
あり、
　第二温度値（Ｔ２）が第一温度値（Ｔ１）より高い方法。
【請求項３３】
　請求項３１または３２に記載の方法であって、さらに、所定時間かつ／または前記少な
くとも一つのパイプヒータを通過する希釈用液体の所定量に対して、前記一定の値および
／または前記少なくとも二つの異なる温度値（Ｔ１，Ｔ２）を維持する工程を含む方法。
【請求項３４】
　請求項３１～３３のいずれかに記載の方法であって、それぞれのパイプヒータに対する
ポンプ（３，３’）を用いて前記少なくとも一のパイプヒータ（５，５’）を通る前記希
釈剤の流量を独立して制御する工程を含む方法。
【請求項３５】
　請求項３１～３４のいずれかに記載の方法であって、前記淹出工程の際に、好ましくは
前記少なくとも二つの異なる温度値（Ｔ１，Ｔ２）間の温度移行の際に、少なくとも一の
ポンプ（３）によって供給される希釈剤の流量を停止するまたは低減する工程を含む方法
。
【請求項３６】
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　請求項３１～３５のいずれかに記載の方法であって、所定量の希釈用液体が一の温度値
で前記淹出チャンバに供給されたとき、前記淹出チャンバからの流出を所定時間閉じる工
程を含む方法。
【請求項３７】
　請求項３１～３６のいずれかに記載の方法であって、飲料調製サイクルの少なくとも一
部において少なくとも一つの加熱器を非作動に維持する工程を含む方法。
【請求項３８】
　請求項３１～３７のいずれかに記載の方法であって、
　前記二つの加熱手段の一方（５’）から導出される希釈用液体を、前記淹出チャンバの
内部を通過させることなく、前記淹出チャンバ（２）の下流側にある前記適量供給手段（
２ｂ）に供給する工程を含んでおり、
　好ましくは前記希釈剤の温度は適量供給される飲料の温度より高い方法。
【請求項３９】
　請求項３１～３８のいずれかに記載の方法であって、
　前記装置は、同じ希釈用液体または二つの異なる希釈用液体を供給するための、好まし
くは専用のポンプ（３，３’）が配置されている二つの希釈用液体源（４，４’）を備え
ており、
　前記方法は、それぞれの希釈用液体源（４，４’）の前記ポンプ（３，３’）を作動さ
せる工程を含んでおり、
　好ましくは、第二ポンプ（３’）は、第一ポンプ（３）を作動させる工程の後の所定時
間後に作動される方法。
【請求項４０】
　請求項３１～３９に記載の方法であって、希釈用液体を二つの希釈用液体源（４，４’
）から二つの加熱手段（５，５’）にそれぞれ供給する工程を含む方法。
【請求項４１】
　飲料調製装置（１）であって、
　飲料調製のために少なくとも一の原材料を収容するための淹出チャンバ（２）と、
　希釈剤源（４）から前記淹出チャンバ（２）に希釈用液体を供給するための少なくとも
一のポンプ（３）と、
　前記淹出チャンバ（２）の上流側に配置される、内部を通って流れる希釈用液体を加熱
するための少なくとも一のパイプヒータ（５）と、
　前記パイプヒータ（５）に電力を供給して作動させるための制御器（Ｃ）と、
を備えており、
　前記制御器（Ｃ）が、前記パイプヒータから導出される希釈剤の温度を、飲料調製サイ
クルにおいて少なくとも二つの異なる値（Ｔ１，Ｔ２）に設定するよう、電力を前記パイ
プヒータ（５）に供給する装置。
【請求項４２】
　請求項４１に記載の飲料調製装置であって、前記制御器（Ｃ）が、所定時間かつ／また
は前記パイプヒータを通過する希釈用液体の所定量に対して、前記少なくとも二つの異な
る温度値（Ｔ１，Ｔ２）を維持するよう、電力を前記パイプヒータ（５）に供給する装置
。
【請求項４３】
　請求項４１または４２に記載の飲料調製装置であって、
　前記少なくとも二つの温度値（Ｔ１，Ｔ２）間の差が少なくとも３０℃、好ましくは少
なくとも４０℃、より好ましくは少なくとも５０℃であり、
　好ましくは、前記温度値（Ｔ１，Ｔ２）の一方は周囲温度から７０℃の範囲にある装置
。
【請求項４４】
　請求項４１～４３のいずれかに記載の飲料装置であって、
　前記制御器（Ｃ）が、飲料調製サイクルにおいて前記パイプヒータから導出される希釈



(7) JP 2017-529912 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

剤の温度を上昇させるよう、電力を前記パイプヒータ（５）に供給するように構成されて
おり、
　第二温度値（Ｔ２）が第一温度値（Ｔ１）より高い装置。
【請求項４５】
　請求項４１～４４のいずれかに記載の飲料調製装置であって、前記制御器（Ｃ）によっ
て設定された希釈用液体の前記少なくとも二つの異なる温度値（Ｔ１，Ｔ２）間の温度移
行の前または際に、前記制御器（Ｃ）は、ポンプ（３）によって供給される希釈剤の流量
を停止するまたは低減するよう、前記少なくとも一つの希釈剤ポンプ（３）を動作させる
ように構成されている装置。
【請求項４６】
　請求項４１～４５のいずれかに記載の飲料調製装置であって、二つの加熱手段（５，５
’）を備えており、少なくとも一方はパイプヒータである装置。
【請求項４７】
　請求項４６に記載の飲料調製装置であって、前記制御器（Ｃ）が、それぞれの前記パイ
プヒータから導出される希釈剤の温度を、飲料調製サイクルにおいて少なくとも二つの異
なる値（Ｔ１，Ｔ２）に独立して設定するよう、電力を前記二つの加熱手段（５，５’）
に供給するよう構成されている装置。
【請求項４８】
　請求項４６または４７に記載の飲料調製装置であって、前記二つのパイプヒータ（５，
５’）の一方、または前記パイプヒータおよび従来の加熱器のうちの一方は、希釈用液体
を、前記淹出チャンバの内部を通過させることなく、前記淹出チャンバ（２）の下流側に
供給するよう配置されている装置。
【請求項４９】
　請求項４１～４８のいずれかに記載の飲料調製装置であって、
　同じ希釈用液体または二つの異なる希釈用液体を供給するための、好ましくは専用のポ
ンプ（３，３’）が配置されている二つの希釈用液体源（４，４’）を備えており、
　前記淹出チャンバ（２）は、前記二つの希釈剤源（４，４’）の少なくとも一方から少
なくとも一の希釈用液体を受け取るよう、または前記二つの希釈剤源（４，４’）の両方
から前記希釈用液体を受け取るよう、配置される装置。
【請求項５０】
　請求項４１～４９のいずれかに記載の飲料調製装置であって、前記少なくとも一のパイ
プヒータ（５）は、前記二つの希釈剤源（４，４’）の少なくとも一方から少なくとも一
の希釈用液体を受け取るよう、または前記二つの希釈剤源（４，４’）の両方から前記希
釈用液体を受け取るよう、流体連通状態に配置される装置。
【請求項５１】
　請求項４１～５０のいずれかに記載の飲料調製装置であって、前記少なくとも一つのパ
イプヒータ（５）の少なくとも一部は前記淹出チャンバ（２）の一部を構成している装置
。
【請求項５２】
　請求項４１～５１のいずれかに記載の飲料調製装置であって、さらに、前記少なくとも
一のパイプヒータ（５）から導出される前記希釈剤液体の温度を計測するための少なくと
も一の温度センサ（Ｓ）を備える装置。
【請求項５３】
　請求項４１～５２のいずれかに記載の飲料調製装置であって、前記淹出チャンバ（２）
における前記原材料は、カプセルまたはフィルタ区画に予め包装されており、前記淹出チ
ャンバ（２）に挿入される装置。
【請求項５４】
　請求項４１～５３のいずれかに記載の飲料調製装置であって、
　前記少なくとも一のパイプヒータ（５，５’）は二以上の加熱セクション（８０，８０
ａ，８０ｂ）を備えており、
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　前記二以上の加熱セクション（８０，８０ａ，８０ｂ）は、電力を前記二以上の加熱セ
クション（８０，８０ａ，８０ｂ）に独立して供給するよう構成される前記制御器（Ｃ）
によって独立して制御される装置。
【請求項５５】
　請求項５４に記載の飲料調製装置であって、前記少なくとも一のパイプヒータ（５，５
’）の二以上の加熱セクション（８０，８０ａ，８０ｂ）は、前記パイプヒータの表面に
貼り付けられた二以上の部分の加熱フィルムによって形成されている装置。
【請求項５６】
　請求項４１～５５のいずれかに記載の飲料調製装置（１）による飲料を調製する方法で
あって、
　淹出チャンバ（２）の内部に少なくとも一の原材料を供給する工程と、
　希釈剤源（４）から前記淹出チャンバ（２）に希釈用液体を供給するよう少なくとも一
のポンプ（３）を作動させる工程と、
　前記飲料調製の際に前記パイプヒータから導出されるとともに前記淹出チャンバに入る
希釈剤の温度を少なくとも二つの異なる値（Ｔ１，Ｔ２）に設定することによって、内部
を通って流れる希釈用液体を加熱するようパイプヒータ（５）へ電力を供給する工程と、
を含む方法。
【請求項５７】
　請求項５６に記載の方法であって、内部を通って流れる希釈用液体を加熱するようパイ
プヒータ（５）へ電力を供給する工程は、希釈剤源（４）から前記淹出チャンバ（２）に
希釈用液体を供給するよう少なくとも一のポンプ（３）を作動させる工程の後に行われる
方法。
【請求項５８】
　請求項５６または５７に記載の方法であって、さらに、所定時間かつ／または前記パイ
プヒータを通過する希釈用液体の所定量に対して、前記少なくとも二つの異なる温度値（
Ｔ１，Ｔ２）を維持する工程を含む方法。
【請求項５９】
　請求項５６～５８のいずれかに記載の方法であって、
　飲料調製サイクルにおいて前記パイプヒータから導出される希釈剤の温度を上昇させる
工程を含んでおり、
　第二温度値（Ｔ２）が第一温度値（Ｔ１）より高い方法。
【請求項６０】
　請求項５６～５９のいずれかに記載の方法であって、前記少なくとも二つの異なる温度
値（Ｔ１，Ｔ２）間の温度移行の前にまたは際に、前記ポンプ（３）によって供給される
希釈剤の流量を停止するまたは低減する工程を含む方法。
【請求項６１】
　請求項６０に記載の方法であって、所定量の希釈用液体が前記淹出チャンバに供給され
たとき、前記淹出チャンバからの流出を所定時間閉じる工程を含む方法。
【請求項６２】
　請求項５６～６１のいずれかに記載の方法であって、前記飲料調製装置は、二つの加熱
手段（５，５’）を備えており、少なくとも一方はパイプヒータであり、
前記方法は、
　前記パイプヒータから導出される希釈剤の温度を、飲料調製サイクルにおいて少なくと
も二つの異なる値（Ｔ１，Ｔ２）に設定するよう、前記二つの加熱手段（５，５’）へ電
力を供給する工程、および／または
　飲料調製サイクルの少なくとも一部において少なくとも一の加熱手段を非作動に維持す
る工程、および／または
　前記パイプヒータから導出される希釈剤の温度を、飲料調製サイクルにおいて少なくと
も一の温度値に、好ましくは飲料調製サイクルにおいて一定温度値に、設定するよう、前
記二つの加熱手段（５，５’）の一方へ電力を供給する工程
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を含む方法。
【請求項６３】
　請求項６２に記載の方法であって、前記二つの加熱手段（５，５’）の少なくとも一方
から導出される希釈用液体を、前記淹出チャンバ（２）の下流側に供給する工程を含む方
法。
【請求項６４】
　請求項５６～６３のいずれかに記載の方法であって、
　前記装置は、同じ希釈用液体または二つの異なる希釈用液体を供給するための、好まし
くは専用のポンプ（３，３’）が配置されている二つの希釈用液体源（４，４’）を備え
ており、
　前記方法は、それぞれの希釈用液体源（４，４’）のポンプ（３，３’）を作動させる
工程を含んでおり、
　好ましくは、第二ポンプ（３’）は、第一ポンプ（３）を作動させる工程の後の所定時
間後に作動される方法。
【請求項６５】
　請求項６４に記載の方法であって、前記二つの加熱手段（４，４’）の少なくとも一方
からの少なくとも一の希釈用液体を、前記淹出チャンバの内部を通過させることなく、前
記淹出チャンバ（２）の下流側に供給する工程を含む方法。
【請求項６６】
　請求項６５または６６に記載の方法であって、希釈用液体を二つの希釈用液体源（４，
４’）から二つの加熱手段（５，５’）にそれぞれ供給する工程を含む方法。
【請求項６７】
　請求項５６～６６のいずれかに記載の方法であって、前記少なくとも一のパイプヒータ
（５，５’）を通過する希釈用液体流量に応じて、前記少なくとも一のパイプヒータ（５
，５’）に供給される電力を変更する、または前記少なくとも一のパイプヒータ（５，５
’）を作動または非作動とする工程を含む方法。
【請求項６８】
　請求項５６～６７のいずれかに記載の方法であって、好ましくは、前記少なくとも一の
パイプヒータ（５，５’）を通過する希釈用液体流量に応じて、前記少なくとも一のパイ
プヒータ（５，５’）の一以上の加熱セクション（８０，８０ａ，８０ｂ）に供給される
電力を変更する、または前記少なくとも一のパイプヒータ（５，５’）の一以上の加熱セ
クション（８０，８０ａ，８０ｂ）を作動または非作動とする工程を含む方法。
【請求項６９】
　飲料調製装置（１）であって、
　飲料調製のために少なくとも一の原材料を収容するための淹出チャンバ（２）と、
　同じ希釈用液体または二つの希釈用液体を供給するための、専用のポンプ（３，３’）
が配置されている二つの希釈用液体源（４，４’）と、
　前記希釈剤源（４，４’）の少なくとも一方から内部を通って流れる希釈用液体を加熱
するための少なくとも一のパイプヒータ（５）と、
を備えており、
　前記淹出チャンバ（２）は前記二つの希釈剤源（４，４’）のうちの少なくとも一方か
ら少なくとも一の希釈用液体を受け取るよう、流体連通状態に配置されている装置。
【請求項７０】
　請求項６９に記載の飲料調製装置であって、さらに、前記パイプヒータ（５）に電力を
供給して作動させるための制御器（Ｃ）を備えており、
　前記制御器（Ｃ）が、前記パイプヒータから導出される希釈剤の温度を、飲料調製サイ
クルにおいて一定の値または少なくとも二つの異なる値（Ｔ１，Ｔ２）に設定するよう、
電力を前記パイプヒータ（５）に供給する装置。
【請求項７１】
　請求項７０に記載の飲料調製装置であって、前記制御器（Ｃ）が、所定時間かつ／また
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は前記パイプヒータを通過する希釈用液体の所定量に対して、前記一定の温度値または前
記少なくとも二つの異なる温度値（Ｔ１，Ｔ２）を維持するよう、電力を前記パイプヒー
タ（５）に供給するように、構成されている装置。
【請求項７２】
　請求項７０または７１に記載の飲料調製装置であって、
　前記少なくとも二つの温度値（Ｔ１，Ｔ２）間の差が少なくとも３０℃、好ましくは少
なくとも４０℃、より好ましくは少なくとも５０℃であり、
　好ましくは第二温度値（Ｔ２）が第一温度値（Ｔ１）より高い飲料調製装置。
【請求項７３】
　請求項６９～７２のいずれかに記載の飲料調製装置であって、二つの加熱手段（５，５
’）を備えており、少なくとも一方はパイプヒータである装置。
【請求項７４】
　請求項７３に記載の飲料調製装置であって、前記加熱手段（５，５’）の一方は、希釈
用液体を、前記淹出チャンバの内部を通過させることなく、前記淹出チャンバ（２）の下
流側に供給するよう配置されている装置。
【請求項７５】
　請求項６９～７４のいずれかに記載の飲料調製装置であって、前記淹出チャンバ（２）
は、前記二つの希釈剤源（４，４’）の少なくとも一方から少なくとも一の希釈用液体を
受け取るよう、または前記二つの希釈剤源（４，４’）の両方から前記希釈用液体を受け
取るよう、流体連通状態に配置される装置。
【請求項７６】
　請求項６９～７５のいずれかに記載の飲料調製装置であって、
　前記加熱手段（５，５’）のうちの一つ（５）は、前記二つの希釈剤源の一方（４）の
みから希釈用液体を受け取るよう、一方の希釈剤源に接続されており、
　他の加熱手段（５’）は他方の希釈剤源（４’）から少なくとも一の希釈用液体を受け
取るよう配置されている装置。
【請求項７７】
　先の請求項６９～７６のいずれかに記載の飲料調製装置であって、前記少なくとも一つ
のパイプヒータ（５）の少なくとも一部は前記淹出チャンバ（２）の一部を構成している
装置。
【請求項７８】
　先の請求項６９～７７のいずれかに記載の飲料調製装置であって、さらに、前記少なく
とも一の加熱手段（５，５’）から導出される前記希釈剤液体の温度を計測するための少
なくとも一の温度センサ（Ｓ）を備える装置。
【請求項７９】
　先の請求項６９～７８のいずれかに記載の飲料調製装置であって、さらに、前記淹出チ
ャンバ（２）の流出を閉じるための手段（２ａ）を備える装置。
【請求項８０】
　請求項６９～７９のいずれかに記載の飲料調製装置であって、
　前記少なくとも一のパイプヒータ（５，５’）は二以上の加熱セクション（８０，８０
ａ，８０ｂ）を備えており、
　前記二以上の加熱セクション（８０，８０ａ，８０ｂ）は、電力を前記二以上の加熱セ
クション（８０，８０ａ，８０ｂ）に独立して供給するよう構成される前記制御器（Ｃ）
によって独立して制御される装置。
【請求項８１】
　請求項８０に記載の飲料調製装置であって、前記少なくとも一のパイプヒータ（５，５
’）の二以上の加熱セクション（８０，８０ａ，８０ｂ）は、前記パイプヒータの表面に
貼り付けられた二以上の部分の加熱フィルムによって形成されている装置。
【請求項８２】
　請求項６９～８１のいずれかに記載の装置（１）を用いて飲料を調製する方法であって
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、
　淹出チャンバ（２）の内部に少なくとも一の原材料を供給する工程と、
　希釈剤源（４）から前記淹出チャンバ（２）に希釈用液体を供給するようポンプ（３）
を作動させる工程と、
を含む方法において、
　第二希釈剤源（４’）から希釈用液体を供給するよう第二希釈ポンプ（３’）を作動さ
せる工程と、
　前記二つの希釈剤源（４，４’）の少なくとも一方によって供給される希釈用液体を加
熱するための少なくとも一のパイプヒータ（５）に電力を供給する工程と、
を含む方法。
【請求項８３】
　請求項８２に記載の方法であって、内部を通って流れる希釈用液体を加熱するようパイ
プヒータ（５）へ電力を供給する工程は、前記パイプヒータから導出される希釈剤の温度
を、飲料調製サイクルにおいて一定の値および／または少なくとも二つの異なる値（Ｔ１
，Ｔ２）に設定する工程を含んでいる方法。
【請求項８４】
　請求項８２または８３のいずれかに記載の方法であって、さらに、所定時間かつ／また
は前記パイプヒータを通過する希釈用液体の所定量に対して、前記一定の値または前記少
なくとも二つの異なる温度値（Ｔ１，Ｔ２）を維持する工程を含む方法。
【請求項８５】
　請求項８２～８４のいずれかに記載の方法であって、飲料調製サイクルにおいて前記パ
イプヒータから導出される希釈剤の温度を上昇させる工程を含んでおり、
　第二温度値（Ｔ２）が第一温度値（Ｔ１）より高い方法。
【請求項８６】
　請求項８２～８５のいずれかに記載の方法であって、好ましくは前記少なくとも二つの
異なる温度値（Ｔ１，Ｔ２）間の温度移行の際に、前記ポンプ（３，３’）の一方または
両方によって供給される希釈剤の流量を停止するまたは低減する工程を含む方法。
【請求項８７】
　請求項８２～８６のいずれかに記載の方法であって、所定量の希釈用液体が一の温度値
で前記淹出チャンバに供給されたとき、前記淹出チャンバからの流出を所定時間閉じる工
程を含む方法。
【請求項８８】
　請求項８７に記載の方法であって、前記淹出チャンバはパイプヒータに接続されており
、前記淹出チャンバの流出を閉じる工程の際に前記パイプヒータの温度を上昇させる方法
。
【請求項８９】
　請求項８２～８８のいずれかに記載の方法であって、前記二つの加熱手段の少なくとも
一方から導出される希釈用液体を、前記淹出チャンバの内部を通過させることなく、前記
淹出チャンバ（２）の下流側に供給する工程を含む方法。
【請求項９０】
　請求項８２～８８のいずれかに記載の方法であって、前記希釈剤源（４，４’）の一方
または両方から導出される希釈用液体を、前記淹出チャンバ（２）の内部に供給する工程
を含む方法。
【請求項９１】
　請求項８２～９０のいずれかに記載の方法であって、それぞれの希釈用液体源（４，４
’）のポンプ（３，３’）を作動させる工程を含んでおり、
　好ましくは、第二ポンプ（３’）は、第一ポンプ（３）を作動させる工程の後の所定時
間後に作動される方法。
【請求項９２】
　請求項８２～９１のいずれかに記載の方法であって、希釈用液体を二つの希釈用液体源
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（４，４’）から二つの加熱手段（５，５’）にそれぞれ供給する工程を含んでおり、
　前記加熱手段の少なくとも一つはパイプヒータである方法。
【請求項９３】
　請求項８２～９２のいずれかに記載の方法であって、前記少なくとも一のパイプヒータ
（５，５’）を通過する希釈用液体流量に応じて、前記少なくとも一のパイプヒータ（５
，５’）に供給される電力を変更する工程を含む方法。
【請求項９４】
　請求項９３に記載の方法であって、前記少なくとも一のパイプヒータ（５，５’）の一
以上の加熱セクション（８０，８０ａ，８０ｂ）を通過する希釈用液体流量に応じて、前
記少なくとも一のパイプヒータ（５，５’）に供給される電力を変更する工程を含む方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、飲料調製プロセスおよび装置に関する。特に、本発明は、コーヒー、ハーブ
の浸剤、ココアベースの粒状体もしくは液体濃縮物、乳製品のもしくは非乳製品の粒状体
もしくは液体濃縮物などの熱い飲料用の装置およびプロセスに関する。分かりやすくする
ために説明すると、飲料を、第一製品から得ることができ、第一製品は、好ましくは液体
の態様の水または他の希釈剤などの第二製品を用いて、淹れる（淹出する）、濾過する、
または再構成することができる。前記第一製品は、焙煎されて挽豆されたコーヒーもしく
は細かく刻まれた茶葉などのフレッシュな原材料から、または水もしくは他の希釈用液体
に溶解しているもしくは希釈されている可溶性製品もしくは液体濃縮物から取り出される
。希釈剤は、飲料を調製するために少なくとも部分的に加熱される。
　本発明は、完成品としての、いわばすぐに飲める飲料において、人間が消費する食品と
して用いることを目的とした固体または液体原材料の用途に適した家庭でまたは家庭の外
で用いるための、飲料適量供給装置つまり飲料調製装置における水または希釈剤を加熱す
るための手段に関し、関連する飲料調製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本願の教示は、通常は水である希釈用液体を加熱して一以上の原材料を用いて飲料を調
製するよう用いる飲料調製用適量供給機械に適用される。本願においては、当該技術にお
いて知られているように、希釈用液体はまた抽出作業を行うことができる。
　飲料調製用の原材料は通常、飲料調製装置の淹出室（チャンバ）(brewing chamber)に
おいて提供される。例示的な淹出チャンバは、使い捨て容器（例えばカプセル）である。
使い捨て容器は、まず淹出機械に挿入され、飲料が適量供給された後、最終的には取り外
される。他の例示的な淹出チャンバは、シリンダと少なくとも一つのピストンとを有する
。このタイプの淹出チャンバは一般に、フードサービス・マシンいわゆる「ホレカ(Horec
a)」機械、自動販売機、または家庭用「完全自動式」豆からカップまでのコーヒー・マシ
ンなどの、バルク状にまたはバラバラの態様で保管された原材料を用いる機械に見られる
。
【０００３】
　好ましくは、本発明は、一以上の希釈用液体を例えば淹出チャンバを通過することなく
追加できる、完成品としてのグルメ向きの飲料例えばカプチーノ、またはレギュラー・コ
ーヒー、熱いスープ、素早く提供できる茶などを提供する機械において用いられる。例え
ば、カプチーノを調製する必要がある場合、原材料をつまりコーヒーを抽出するために第
一希釈剤（湯）が淹出チャンバに注入され、そして、他の希釈剤がつまり牛乳が淹出チャ
ンバの内部を通過することなく追加される。以下の説明においては、水を一般的な希釈剤
として用いられるものとする。
　淹出チャンバを通過する水または他の希釈剤は、原材料から香り（アロマ）や他の化合
物の抽出を高めて飲料を生産するために、加えて、淹出プロセスを速く行いユーザの中断
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時間を低減するために、好ましくは加圧される。飲料の品質が抽出プロセスに大きく依存
するので、抽出プロセスの改良は長年活発に研究されており、いまだ研究中である。しか
しながら、そのような研究の結果、抽出プロセスおよび／または抽出プロセスに用いられ
るハードウェアの「専門化」が高まった。一例として、カプセルの工学は、小さい細かい
部分の特許がいくつも取得されるというレベルに達している。一方、標準的な淹出チャン
バ（シリンダとピストン）の技術はそれほど劇的には進歩していない。
【０００４】
　既知の機械に関するさらなる問題は省エネルギーの問題である。省エネルギーのための
既知のシステムと手順は、装置が飲料を適量供給しない場合、装置の加熱手段における水
の温度に作用する。その結果、現在知られている技術では、飲料を適量供給する前に、ユ
ーザが待機する時間が長くなる傾向がある。
　したがって、飲料のタイプとは関係なく完成品としての飲料の全体的品質を高めること
が求められている。また、エネルギー消費を低減するとともに、確実に乾燥エキスを水に
正しく溶解させ、または確実に液体濃縮物を希釈し、または飲料調製装置において利用さ
れる種々の原材料食品からの確実に可溶性固形物を抽出し、そして全体として一般に飲料
の品質を向上し、完成としての製品の消費者が受ける特に調製された飲料の品質に対する
感覚刺激を高める適量供給ユニットを提供することが求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は上記の問題を解決することにある。本発明の目的は、当該技術において
知られている飲料生産機械および方法の欠点または短所を軽減するまたは取り除くことに
ある。
　特に、本発明は、より広範で品質が向上された飲料を提供する装置および方法を開示す
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　例示的な態様では、問題を、二つのヒータ（加熱器）（つまり二つの加熱手段）が提供
される本発明の請求項１に記載の装置および請求項１０に記載の方法によって解決できる
。希釈剤の加熱の適応性および制御を高めるために、また、飲料の容量に関わらず、飲料
の適量供給に必要な時間を低減するために、以下に開示する通り、二つの加熱器の少なく
とも一方は内部を通って流れる希釈用液体を加熱するためのパイプヒータである。
　本発明の好ましい態様において、少なくとも二つの加熱手段（加熱器）が直列に接続さ
れて提供される。二つの加熱手段は、内部を通って流れる希釈用液体を加熱するよう構成
される。二つの加熱手段は、別々の加熱手段に電力を独立して供給するように構成される
制御器によって、独立して動作される。言い換えれば、加熱手段は、オンとオフとに別々
に切り替えられるとともに、内部を通って流れる水または希釈剤に異なる加熱効果を与え
るよう異なる可変レベルで電力供給を受けることができる。
【０００７】
　本発明の一の面では、上述した加熱手段は、別々のパイプヒータおよび／または少なく
とも一つのパイプヒータの別々の加熱部である。すなわち、少なくとも二つの加熱手段は
、二つ以上の別体の電気的に分離された加熱セクション（加熱部）を有する一つのパイプ
ヒータによって構成することができる。また少なくとも二つの加熱手段は、二以上の別々
のパイプヒータを備えることもできる。これらの態様を組み合わせることもできる。
　さらなる可能な態様では、問題を、水または他の希釈剤または原材料に対する少なくと
も一のパイプヒータが備えられており、パイプヒータから導出される飲料調製工程の際に
用いられる水または他の希釈剤が少なくとも二つの異なる温度で提供される、本発明の請
求項４１に記載の装置および請求項５６に記載の方法によって解決できる。水の温度の上
昇は同じ加熱手段において実行される、つまり加熱手段の温度が上昇し、同時に、水の温
度も上昇する。水は、単一の加熱手段または直列に接続された二以上の加熱手段に流れる
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。つまり、その結果、第一加熱手段から導出される水は次の加熱手段へと入る。好ましく
は、水の初期の温度は、水の次の温度より低い。
【０００８】
　さらなる可能な態様では、問題を、二つの希釈用液体源が少なくとも一のパイプヒータ
を有する装置において広範な飲料の調製を可能によう提供される装置請求項６９および方
法請求項８２にかかる装置および方法によって解決できる。
　本願の対象となるタイプの飲料調製機械は、希釈剤に対する一般的には水に対する加熱
手段（加熱器）を必要とする。本願では、語「従来の加熱器」を用いる場合、それは、淹
出液体を加熱するために飲料調製装置において用いられる加熱手段を、例えばボイラを、
例えば電気抵抗器によって液体を加熱する希釈用液体用の容器を備えるタイプのボイラを
いう。また、瞬間湯沸し器（フラッシュ・ヒータ）（例えばユニリーバの英国特許出願公
開第１１７７４２１号明細書（ＧＢ１１７７４２１）および欧州特許出願公開第１０２０
１５２号明細書（ＥＰ１０２０１５２）参照）および誘導加熱器（例えばユニリーバの国
際特許出願公開第２０１１／１６０９７５号（ＷＯ２０１１１６０９７５）参照）も可能
な「従来の」加熱手段として本発明の範囲内である。
【０００９】
　語「パイプヒータ」を用いる場合、それは、本願では、いわゆる「高速加熱器（スピー
ド・ヒータ）」、または厚いフィルムとできるが好ましくは薄いフィルムのいわゆる「加
熱膜（ヒーティング・フィルム）」を用いる他の装置をいう。加熱フィルムは、当該技術
において知られており、好ましくは、種々の独自開発のまたは一般的に入手可能な混合物
として、金属酸化物または炭素ベースの材料（いわゆるＣＮＴ（つまりカーボンナノチュ
ーブ）を含む）などの種々の導電材料を有する化学的化合物で形成される被膜（コーティ
ング）から構成できる。一般に、これらは、例えばＹａｎｇ　Ｎｉｎｇｅｎらの中国実用
新案第２０２６９２４３９号明細書（ＣＮ２０２６９２４３９Ｕ）において知られている
タイプである。ＣＮＴは一般に、石英（クオーツ）またはガラスまたは同様な絶縁材料の
直線状チューブ上に薄膜として貼り付けられる。Ｆｅｒｒｏ　Ｔｅｃｈｎｉｅｋ（オラン
ダ）を出願人とする国際特許出願公開第２００７／００８０７５号（ＷＯ２００７／００
８０７５）に開示されており商業的に入手可能である、曲がりくねった態様の金属パイプ
と共に用いられる厚い膜も用いることができる。電気的絶縁材料の層が、抵抗材料の厚い
層と金属パイプ（直線状、螺旋状または曲がりくねった形状の）との間に配置される。抵
抗材料は、単一トラックまたは互いに電気的に接続された複数のトラックとして装置上に
貼り付けられる。
　１９９０年代の初めから利用可能な技術（例えば英国特許出願公開第２３２２２７３号
明細書（ＧＢ２３２２２７３）参照）にも関わらず、これらのタイプの加熱器は、標準的
な専門用語になっておらず、飲料調製の分野において広範に使用されてもいない。したが
って、本願では、語「パイプヒータ」は、通常直線状ではあるが他の形状例えばＵ字状ま
たは螺旋状または曲がりくねった態様としても利用でき、石英ガラスまたはセラミックま
たは金属などの材料で形成されており、接着剤または塗膜状もしくは他の方法で組み込ま
れた熱伝導膜または外面上に電導コーティング材料として用いられる化合物を担持してい
る中空のパイプを意味する。水または他の液体はパイプの内部を通過し、パイプ材料を通
じて加熱される。
【００１０】
　異なる専門用語として、これらの加熱器は、「パイプヒータ」として知られているが、
「シガー(cigar)」または中空加熱器、チューブ、フィルムヒータ（薄い膜および厚膜の
どちらも含む）などとも呼ばれている。それらの共通の特徴は、数分の一秒で１００℃に
達することができ、大きさが非常に小さい超高速の加熱装置であることにある。したがっ
て、希釈剤への熱伝達の速度を、従来の加熱器における加熱プロセスに対して大幅に低減
し最適化できる。ＣＮＴの層を有するパイプヒータは、本願の目的に対して、好ましい加
熱手段である。
　流体、特に希釈用液体は、パイプヒータを通過し、これにより、内部を通って通過する



(15) JP 2017-529912 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

液体に、導電材料から発生した熱を伝達することができる。液体手段は、加熱されたパイ
プに接して、気体の態様へと変化する場合もある。したがって、本願では、パイプヒータ
によって提供される希釈剤を、気体の態様、特に蒸気とすることもできる。当該技術にお
いて知られている通り、電力（以下ではパワーともいう）が通常、導電体材料に電気的に
連結された二つ以上の電気端子を用いてパイプヒータに供給される。
【００１１】
　また既知の加熱適量供給システムには、一つの加熱器によって生成される温度を変更で
きる国際特許出願公開第２００６／０５０８５６号（ＷＯ２００６０５０８５６）のよう
なシステム、および完成品としての飲料を調製するために異なる熱源を組み合わせて用い
ることができる本願出願人による国際特許出願公開第２０１１／１５１７０３号（ＷＯ２
０１１１５１７０３）のようなシステムも含まれる。異なる希釈剤の温度によって、その
泡の品質を含む飲料の最終品質を制御し、異なる飲料の味の取り合わせ（パレット）を生
成できることが知られている。
　本発明の、請求項１～４０を対象とした第一の態様では、飲料調製装置および対応する
方法は、少なくとも二つの加熱手段を用いることによって大幅に電力消費を低減すること
ができる。この態様において、加熱手段の少なくとも一つは、内部を通って流れる希釈用
液体を加熱するためのパイプヒータであり、電源に制約がある場合でも二つの熱源を用い
ることにより適応性が向上する。
【００１２】
　本態様では、飲料調製装置は、飲料調製のために少なくとも一の原材料を収容するため
の淹出チャンバと、少なくとも一の希釈剤源から希釈用液体を供給するための少なくとも
一のポンプと、希釈用液体を加熱するための少なくとも二つの加熱手段と、を備えている
。前記加熱手段は、前記淹出チャンバの上流側に配置される、前記希釈剤を加熱するため
の少なくとも一のパイプヒータを有する。前記加熱手段は、該加熱手段を選択的に作動ま
たは非作動とするよう前記少なくとも一つのパイプヒータを有する前記加熱手段に独立し
て電力を供給するように構成される制御器によって独立して制御される前記少なくとも一
のパイプヒータを有する。
　一の面では、加熱手段は、少なくとも一のパイプヒータの二以上の加熱セクションを備
えている。加熱セクションはそれぞれ、飲料調製装置の制御器によって独立して制御可能
である。他の面では、二以上の加熱手段は、二以上の別々のパイプヒータによって形成さ
れており、好ましくは二以上のパイプヒータは直列に配置されている。
【００１３】
　言い換えれば、本態様では、飲料調製装置は、一方が他方に対して独立して制御される
二つ以上の加熱手段を備える。つまり、加熱手段をそれぞれ個別に制御することができる
。加熱手段は、パイプヒータの表面に貼り付けられる二つ以上の部分の加熱フィルムによ
って形成できるとともにその電源が別々に制御される二つ以上の加熱セクションを備える
少なくとも一つのパイプヒータを備える。他の態様では、二つ以上のパイプヒータが、好
ましくは直列に配置されるとともに、制御器によって互いに独立して制御される。また、
二つ以上のパイプヒータが提供され、これらのパイプヒータのうちの一つ以上が二つ以上
の加熱セクションを備える態様を提供することができることも理解されよう。
　少なくとも一つの制御器を用いて独立して制御される二つ以上の加熱手段が備えられる
ことにより、飲料調製装置および該装置を用いて飲料を調製する対応する方法の適応性を
向上することができる。
【００１４】
　加熱手段を独立して制御することにより、飲料を調製するために用いられる希釈用液体
の温度の微調整を行うことができる。
　有用な面では、制御器は、加熱手段を通過する希釈用液体流量に応じて少なくとも一の
パイプヒータを有する加熱手段に電力を供給するよう構成されている。
【００１５】
　実際、所望の温度を得るために、所定の時間、内部を通過する希釈用液体の所定の流量
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に対して、パイプヒータにまたは加熱器の少なくとも一つの加熱セクションに供給される
電力に基づいて、作動時間および／または一以上のパイプヒータならびに／もしくは少な
くとも一のパイプヒータの二つ以上の加熱セクションに供給される電力を変更することが
できる。言い換えれば、薄い（あるいは厚い）フィルム部分に供給される電力または電圧
は、ゼロから最大値まで変更することができる。簡単な態様では、加熱セクションはスイ
ッチ・オン状態とスイッチ・オフ状態とで作動する。
　特に、制御器は、パイプヒータおよび／または少なくとも一のパイプヒータの二つ以上
の加熱セクションを、希釈用液体の少なくとも一つの所望の温度値を得るよう、作動させ
ることができる。
【００１６】
　本態様のさらなる特徴は、関連する従属請求項に開示する。
　例示的な態様では、第一加熱器は淹出チャンバに接続されるとともに、第二加熱器は、
淹出チャンバの下流側にある飲料適量供給手段にまたは前記淹出チャンバにまたは前記適
量供給手段と前記淹出チャンバとの両方に接続される。有用な面では、二つの加熱器の少
なくとも一方は、内部を通って流れる希釈用液体を加熱するためのパイプヒータである。
より詳細には、異なる可能な態様では、二つの加熱器の一方は内部を通って流れる希釈用
液体を加熱するためのパイプヒータであり、他方の加熱器は従来の加熱器である、または
、両方の加熱器は内部を通って流れる希釈用液体を加熱するためのパイプヒータである。
【００１７】
　本発明のある態様では、制御器が、前記加熱器の一つまたは前記二つの両方の加熱器（
三つ以上ある場合にはすべての加熱器）へ電力を、前記加熱器の一つから導出されるまた
は前記加熱器の両方（もしくはすべて）から導出される希釈剤の温度を一定の値および／
または少なくとも二つの異なる値に設定するよう、供給する。
　本願において用いられる「制御器が電力を供給する」という表現は、制御器が、従来の
タイプの加熱器および／またはパイプヒータである加熱器に電力を供給するよう、適当な
電源装置を動作させる（制御する）ことを意味する。当業者は、そのような制御装置を、
加熱器への電源の精密な制御を可能にするトライアックが組み込まれたいわゆる「パワー
・ボード」を通じて利用できるであろう。
【００１８】
　飲料を調製する方法は、淹出チャンバの内部に少なくとも一の原材料を供給する工程と
、希釈剤源から前記淹出チャンバに希釈用液体を供給するよう少なくとも一のポンプを作
動させる、好ましくは前記希釈用液体は淹出チャンバに接続された前記第一加熱器におい
て加熱される工程と、淹出チャンバから導出される飲料を適量供給するための手段へまた
は前記淹出チャンバへまたはその両方へ、第二加熱器から希釈剤を供給する工程と、前記
加熱器の一方または前記二つの両方の加熱器へ電力を、前記加熱器の一方から導出される
または前記加熱手段の両方から導出される希釈剤の温度を一定の値および／または少なく
とも二つの異なる値に独立して設定するよう、供給する工程と、を含む。
　淹出チャンバは好ましくは、前記淹出チャンバへの希釈剤の供給により加圧されるよう
閉じられている。加圧工程は、当該技術において知られており、チャンバの圧力の変化す
なわち変更を含むことができる。
【００１９】
　なお、一の加熱器の温度制御を第二加熱器の温度制御とは異なる制御とできることを記
載しておく。より詳細には、第一加熱器は、一定温度値または少なくとも二つの異なる温
度値に設定することができ、第二加熱器は、第一加熱器と等しいまたは異なる一定温度値
または少なくとも二つの異なる温度値に設定することができる。一の態様において、第一
水温を維持するのに適当な一の従来の加熱器と、パイプヒータである第二加熱手段と、が
提供される。パイプヒータは、予め加熱された水を受け取るために、従来の加熱器に直列
に接続される。パイプヒータは従来の加熱器と淹出チャンバとの間に配置される。家庭用
電気機器で用いられる従来のソケットにおいて定格が制限されているなど、電源に制限や
制約がある場合、制御器は第一加熱器を非作動としパイプヒータのみを作動させることが
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できる。パイプヒータは、第一加熱器から少なくともある程度加熱された水を受け取るこ
とになる。
　当業者は、加熱器が設定できる一定の値または少なくとも一の温度値には適当な許容量
範囲を含めて利用できることは理解されよう。
【００２０】
　本態様のさらなる特徴は、関連する従属請求項に開示する。
　本発明の他の態様は、請求項４１および請求項５６を対象とする。請求項４１に記載の
装置は、予めパッケージングされている態様またはバラバラの態様の飲料調製のために少
なくとも一の原材料を収容するための淹出チャンバと、希釈剤源（例えば、希釈剤タンク
または希釈剤補給線を備える）から淹出チャンバに希釈用液体（好ましくは水）を供給す
る少なくとも一のポンプと、前記淹出チャンバの上流側に配置される、内部を通って流れ
る希釈用液体を加熱するための少なくとも一のパイプヒータと、を備える。装置は、パイ
プヒータに電力を供給して作動させるための制御器を備える。前記制御器が、パイプヒー
タから導出される希釈剤の温度を、飲料調製サイクルにおいて少なくとも二つの異なる値
に設定するよう、電力をパイプヒータに供給する。
【００２１】
　飲料調製サイクルにおける温度値の変更により、生産される飲料の品質を向上すること
ができる。パイプヒータを組み合わせて用いた温度変更により（つまり加熱器が希釈剤の
迅速な加熱を可能にすることにより）、希釈剤の所望の温度を非常に正確にかつ迅速に微
調整することができる。必要であれば、ポンプを始動させて淹出チャンバに水を供給する
ことにより遅延を発生させることもできよう。所望の最終品質結果に応じて、希釈剤の流
量を低減するためには、新しい異なる温度レベルに達するために必要な多少の遅延が必要
となる場合もある。言い換えれば、飲料の合計体積が比較的小さい場合、例えばリストレ
ットまたはエスプレッソにおいて、低温の水があまりにも多く飲料容器に達するのを避け
るため、飲料調剤プロセスの最初の部分においては冷たい水の流量は低減されることにな
る。加熱器の温度が、選択された温度の最終飲料を提供するのに必要な値に達すると、流
量が戻される。一般に、淹出装置が飲料を適量供給するために動作されるとき、もしも希
釈剤温度があまりにも低すぎる場合、最終飲料が低い温度となってしまうことを避けるた
めに、ポンプ停止を行うことができる。
　好適には、本発明は、飲料調製サイクルの異なる部分で異なる温度とするために、少な
くとも一のパイプヒータの作動時に用いられる温度勾配情報を含む飲料サイクルを提供す
ることもできる。したがって、勾配により、制御器に与えられそこからパイプヒータに供
給される異なる電力情報に関する飲料サイクルの実行の過程が規定される。
【００２２】
　請求項５６の本発明の対象の態様では、飲料を調製する方法は、淹出チャンバの内部に
少なくとも一の原材料を供給する工程と、希釈剤源から前記淹出チャンバに希釈用液体を
供給するよう少なくとも一のポンプを作動させる工程と、内部を通って流れる希釈用液体
を加熱するよう少なくとも一のパイプヒータへ電力を、パイプヒータから導出されるとと
もに希釈剤の温度を少なくとも二つの異なる値に設定することによって、供給する工程と
、を含む。
　この第一態様の好ましいバージョンにおいては、装置が飲料を適量供給する要求を受け
取るとすぐに、周囲温度の水はポンプによって淹出チャンバに供給される。同時に、パイ
プヒータがスイッチ・オン状態とされ、淹出工程の要求温度に達するまで、内部を通って
送リ出される水を加熱し始める。言い換えれば、淹出チャンバにおいて原材料は、タンク
から来る水でまず抽出される。この水は、室温またはある程度の範囲の温度（例えば２０
～４０℃）であり、パイプヒータにおける余熱または加熱器への最小限の電力供給によっ
て多少加熱することもできる。このように、淹出工程の第一部分は、周囲温度、または淹
出に必要な温度（例えば９０℃より低い温度）よりも低い温度の水で行われる。
【００２３】
　要約すると、方法は、装置が飲料を適量供給するという要求を受け取ったそのとき、ポ
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ンプを始動させ、パイプヒータをスイッチ・オン状態に切り替える。使用されていない場
合、パイプヒータは好ましくはスイッチ・オフ状態とされる、または最小限でスイッチ・
オン状態とされる、つまり、限定的な量のエネルギーで時々一時的に加熱器をスイッチ・
オン状態に切り替えることによって、低い温度に例えば３０℃に維持することができる。
　その後、パイプヒータを通って流れる水は素早く加熱され、第一の低減された量の水が
パイプヒータから出た後、淹出チャンバに達する水は必要な８０℃より高い抽出温度（例
えば約９０℃）に達する。このように、抽出工程の他の部分はより高い温度で実行される
。この工程に先立って、第一適量供給温度と第二適量供給温度との間の温度変化が可能な
限り速く行われるよう、例えばポンプを減速させるまたは停止させることにより、希釈剤
の流量を低減することもできる、または逆の言い方をすれば適量供給される水の量を低減
することもできる。この方法は、特に少なくとも３０ｍｌの、好ましくは少なくとも５０
ｍｌの容量を必要とする飲料に、例えばより大きいコーヒー、カプチーノ、アメリカン・
コーヒー等に適している。方法には、少なくとも三つの利点がある。装置が周囲温度から
加熱するのを待機するのに費やされる時間がない、またはほとんどない。したがって、使
用されていない場合、加熱器をスイッチ・オフの状態にできる（大きな省エネルギー効果
が得られる）。低い温度での初期の抽出工程により、淹出チャンバにおいて基礎となる原
材料（例えばコーヒー）からある化合物の抽出を向上でき、その結果、比較的低い希釈剤
温度で一層よく抽出することができる。
【００２４】
　第一の態様のさらなる特徴は、関連する従属請求項４１～５５および５６～６８に開示
する。
　請求項６９～９４に記載の本発明の他の態様では、飲料調製装置および対応する方法は
、少なくとも二つの希釈用液体を少なくとも一の温度で希釈剤の二つの源から適量供給す
ることによって、異なる調製レシピの飲料を提供することができ、混合して完成品として
の飲料へ再構成することができる。上述の通り、希釈剤の一方は気体の態様をしており、
すなわち蒸気である。本発明は、牛乳を泡立たせる装置（例えばベンチュリ効果に基づい
たユニット）を有することもできる。
【００２５】
　本態様では、飲料調製装置は、飲料調製のために少なくとも一の原材料を収容するため
の淹出チャンバと、同じ希釈用液体または二つの希釈用液体を供給するための、好ましく
は専用のポンプが配置されている二つの希釈用液体源と、前記希釈剤源の少なくとも一方
から内部を通って流れる希釈用液体を加熱するための少なくとも一のパイプヒータと、を
備える。淹出チャンバは、前記二つの希釈剤源のうちの少なくとも一方から少なくとも一
の希釈用液体を受け取るよう、配置されている。
　この装置によって飲料を調製する方法は、淹出チャンバの内部に少なくとも一の原材料
を供給する工程と、希釈剤源から前記淹出チャンバに希釈用液体を供給するよう一の希釈
ポンプを作動させる工程と、第二希釈剤源から希釈用液体を供給するよう第二希釈ポンプ
を作動させる工程と、前記二つの希釈剤源の少なくとも一方によって、または前記希釈剤
源の両方から供給される希釈用液体を加熱するための少なくとも一のパイプヒータに電力
を供給する工程と、を含む。
【００２６】
　二つの希釈用液体源が、例えば二つのタンクまたは二つの補給線の態様で、または単一
のタンクと二つの異なる配管ダクトで、備えられていることにより、所望の最終飲料を形
成するよう、同じ希釈用液体をまたは二つの異なる希釈用液体（例えば水と牛乳）を供給
することができる利点がある。なお、少なくとも一つの希釈用液体または両方の希釈用液
体を、少なくとも一つの原材料が収容されるそれぞれの淹出チャンバの内部に供給するこ
とができることを記載しておく。一例として、コーヒー粉末を収容している第一淹出チャ
ンバに水を供給することができ、そして、追加的な範囲のオプションを飲料メニューに提
供するために（例えばアーモンドまたはシナモンの香り）、液体の態様または固体の態様
の例えばチョウセンニンジン・コーヒー混合物または非乳製品「クリーマー」もしくは「
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ホワイトナー」（例えばミルキーなコーヒーを形成するために）またはアロマなどの可溶
の原材料を収容している第二淹出チャンバ（理想的にはカプセル）に水を供給することが
できる。
　したがって、本装置および方法は、広範な異なる飲料を提供することができる。
【００２７】
　希釈剤を水および牛乳とする、この態様の一の好ましいバージョンでは、液体の牛乳が
用いられる場合、内部で原材料を抽出したり溶解させたりするために淹出チャンバには供
給されないという事実を考慮して、最終飲料を形成する原材料と見なすことができる。牛
乳は、淹出チャンバから来る飲料の一部に追加される前に、本発明にかかる加熱器に供給
することができる。
　例示的な態様において、牛乳はまず既知の泡立て装置で泡立てられ（例えばカプチーノ
に必要な量の泡を供給するために）、次いで、泡立った牛乳はパイプヒータを通り、予め
得られた泡を安定させるまたは改良する。泡立った牛乳がパイプヒータにおいて処理され
る場合、最終飲料へとパイプを通って流れるために必要な柔軟性を泡が失うことなく、長
く消えない牛乳泡を非常に迅速にかつ効率的に達成することができる。
【００２８】
　ここに定義したようなパイプヒータを有する牛乳泡安定器を、希釈剤の（すなわち水の
）加熱器が従来の加熱器である従来の装置を有している任意の飲料を調製する装置に用い
ることができる。したがって、本発明はまた、牛乳を泡立たせるための装置とパイプヒー
タとを備える牛乳を泡立たせるための装置にも関する。本発明はまた、淹出チャンバと、
牛乳を泡立たせる手段と、前記淹出チャンバから導出される飲料に泡立った牛乳を供給す
る手段と、を備えており、さらに、加熱器と、好ましくは前記飲料に供給される前に前記
泡立った牛乳を加熱するための牛乳を泡立たせるため前記装置の下流側に配置されるパイ
プヒータと、を備える飲料を調製する装置に関する。本発明はまた、パイプヒータにおい
て泡立った牛乳を、前記牛乳が前記パイプヒータを通って流れている間、加熱する工程を
含む泡立った牛乳を調製するプロセスに関する。上記の語の意味は、本発明の詳細な説明
および定義に基づいて解釈されることになる。
　牛乳処理に用いられたパイプヒータの洗浄・殺菌工程は、従来の加熱・泡立て手段を用
いる牛乳システムに関して知られている方法で実行される。
【００２９】
　パイプヒータにおいて泡立たせない牛乳の加熱が、本発明に、例えば請求項６９および
請求項８２において、含まれる。
　本発明にかかる装置および方法は好適には、以下に説明するいくつかの面を含む。なお
、これらの面を、本発明にかかる特許請求の範囲に記載された装置および方法のすべての
態様に適用できることを付言しておく。
【００３０】
　本発明の一の面では、少なくとも一つのパイプヒータは、温度を一定の値を設定するま
たは少なくとも二つの異なる温度値を設定するために、電力をパイプヒータへ供給する制
御器によって、動作することができる、つまり作動される。言い換えれば、少なくとも一
のパイプヒータから導出される希釈剤の温度を飲料調製サイクルにおいて一定に、または
変更するよう、制御することができる。
　なお、パイプヒータが二以上の加熱セクションを備える態様においては、制御器は独立
して二以上のパイプヒータおよび／または少なくとも一のパイプヒータの二以上の加熱セ
クションを制御するように構成されることを記載しておく。
【００３１】
　好適には、本発明のさらなるの面では、所定時間かつ／または前記パイプヒータを通過
する希釈用液体の所定量に対して、一定の温度値または前記二つ以上の異なる温度値を維
持することができる。これにより、例えば、所望の温度で原材料の注入を実行するために
、所定の温度で希釈剤を供給できる利点がある。
　本発明のさらなるの面では、少なくとも二つの温度値間の差は少なくとも３０℃、好ま
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しくは少なくとも４０℃、より好ましくは少なくとも５０℃である。品質を高めるために
そして最終的に調製された飲料の複雑な感覚刺激を高めるために、原材料とは異なるアロ
マの抽出を提供するのに、希釈用液体に用いられる温度の間の値に差を持たせることは特
に有用である。
【００３２】
　本発明のさらに他の面では、少なくとも一つの加熱器から導出される、特に少なくとも
一のパイプヒータから導出される希釈剤の温度は、飲料調製サイクルにおいて、第一温度
値よりも高い第二温度値とするよう上昇する。この移行フェーズにおいて、注入チャンバ
に入る希釈剤に対して離散的な(discreet)段階を提供するために、少なくとも一つのポン
プの動作を中断することもできる。希釈剤を第二温度とする工程により、原材料の異なる
淹出を行うことができる利点がある。特に、淹出された原材料からの泡の量をしたがって
調製された飲料における泡の量を低減するよう用いることができる。
　本発明のさらに他の面では、加熱器例えば少なくとも一のパイプヒータが設定できる温
度値のうちの一つ、またはパイプヒータが設定できる一定の値は、希釈用液体の周囲温度
に、または周囲温度の周辺の範囲から選択された温度例えば２０～４０℃実質的に対応す
る。これにより、周囲温度で、つまり「低温抽出」と呼ばれることもあるものを用いるこ
とによって、原材料を抽出することができる利点がある。
【００３３】
　本発明のさらに他の面では、希釈剤の供給を停止するまたはその流量が低減されるよう
、少なくとも一の希釈剤ポンプは停止することができるまたは減速させることができる。
少なくとも一のポンプの停止または減速動作は、好ましくは希釈用液体の前記少なくとも
二つの異なる温度値間の温度移行の際に行われる。これにより、原材料の注入工程をより
長くすることができ、温度を正確に制御するよう向上できその温度で飲料調製に用いられ
る食品を希釈剤と効果的に接触させることができる利点がある。
　可能な態様では、少なくとも一つのポンプは、３秒より短い時間、好ましくは１秒より
短い時間、より０．５秒より短い時間、停止される。
【００３４】
　本発明のさらなる面では、飲料調製装置は二つの加熱器を備える。前記加熱器の一方は
内部を通って流れる希釈用液体を加熱するためのパイプヒータであり、他方の加熱器は従
来の加熱器である、または、前記加熱器の両方は内部を通って流れる希釈用液体を加熱す
るためのパイプヒータである。好適には、二つの加熱器は、内部を通って通過する希釈剤
を一定の温度値を設定するよう、または加熱器を非作動とするよう、または少なくとも二
つの異なる温度値に設定するよう、独立して制御することができる。
　可能な態様では、一の加熱器は非作動とされ、第二加熱器は温度を少なくとも二つの異
なる値に設定するよう制御される。
【００３５】
　パイプヒータは、飲料調製サイクルにおいて一回以上非作動とすることができる。作動
／非作動シーケンスの周期により、その設定温度とともに、最終飲料の所望の感覚刺激お
よび見た目が、得られる。
　他の可能な態様では、二つの加熱器は一定の温度値を設定するよう制御される。一の加
熱器に関係する一定の温度値は、第二加熱器に関して設定される一定の温度設定値とは異
なるものとできる。
【００３６】
　可能な他の態様では、一の加熱器を一定の温度値に設定でき、飲料調製サイクルにおい
て第二加熱器を少なくとも二つの異なる温度値に設定できる。
　二つの加熱器の独立制御により、飲料調製における適応性そして最終品質を高めること
ができる。
【００３７】
　本発明の他の面では、従来の加熱器とパイプヒータ、または二つのパイプヒータ、の二
つの加熱器が提供される場合、前記加熱器のうちの一方は、淹出チャンバの内部を通過す
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ることなく、希釈用液体を淹出チャンバの下流側に供給するよう配置される。こうするこ
とによって、淹出チャンバの内部において原材料の抽出を行うことなく、所望の温度で希
釈用液体を、好ましくは調製される飲料の容器へ直接提供することができる利点がある。
　「調製される飲料の容器へ直接」という表現は、淹出チャンバにおいて原材料（食料）
に接触することなく入ること、または淹出チャンバの下流側にのみ例えば、ミキシングボ
ウルにもしくは適量供給手段にもしくはユーザの容器例えばコーヒー・マグまたはティー
カップから上流側であるが淹出チャンバの下流側において利用できる他の同様な装置と接
触することを意味する。言い換えれば、二つの液体は、ユーザが受けるもの（容器）例え
ばカップ、ガラスへの供給の前に混合することができる。
【００３８】
　本発明の他の面では、二つの希釈用液体源が提供される。なお、液体源は希釈剤タンク
または希釈剤補給線とできることを記載しておく。さらに、二つの希釈剤源という表現は
、二つのダクトが共通の希釈剤タンクから延びている態様も含むことを記載しておく。
　また、本発明では、同じ希釈用液体または二つの異なる希釈用液体を二つの希釈剤源か
ら供給できることを記載しておく。
【００３９】
　淹出チャンバを、前記二つの希釈剤源の少なくとも一方から少なくとも一の希釈用液体
を受け取るよう、または前記二つの希釈剤源の両方から前記希釈用液体を受け取るよう、
流体連通状態に配置することができる。好ましい態様では、二つの希釈剤源が提供される
場合、淹出チャンバは一つの源からのみ希釈剤を受け取り、他方の源は、調製する飲料の
収容容器例えばカップに液体を供給する。
　また、少なくとも一の加熱器を、一の希釈剤源または両方の希釈剤源から希釈剤を受け
取るよう配置することができる。好ましくは、二つの加熱器が提供されているとともに二
つの希釈剤源が提供される場合、一方の加熱器は一方の源から希釈剤を受け取るよう配置
されており、他方の加熱器は他方の源から希釈用液体を受け取るよう配置される。
【００４０】
　さらに、既に上で説明した通り、可能な態様では、単一の希釈剤タンクを提供すること
ができる、また互いに独立して希釈剤を供給するためにそれぞれのポンプが備えられる二
つの希釈剤源つまり、タンクから導出される二つのダクトを提供することができる。適当
なポンプは、例えば回転ポンプ、浸漬型ポンプ、振動ポンプ、蠕動ポンプ、空気ポンプ、
ジェットポンプである。
　一の加熱器、特にパイプヒータを、タンクから導出されるそれぞれのダクト毎に配置す
ることができる。また、単一の加熱器が、共通の希釈剤タンクから導出される前記二つの
ダクトから希釈剤を受け取る。
【００４１】
　本発明のさらに他の面では、少なくとも一の加熱器、好ましくはパイプヒータの少なく
とも一部が淹出チャンバの一部を構成している。より詳細には、可能な態様では、少なく
とも一の加熱器は、上部（つまり淹出チャンバの入口領域）を構成している。
　パイプヒータの内部に加熱チャンバを構成するために、少なくとも一のフランジをパイ
プヒータの一端に、または二つのフランジをパイプヒータのそれぞれの端部に配置するこ
とができる。一方のフランジは淹出チャンバの上流側領域をしっかりと構成するよう配置
される。パイプヒータの一端に配置される少なくとも一のフランジには、少なくとも一の
安全センサならびに／もしくは少なくとも一の温度センサ、および／または一以上のバイ
パス弁（バルブ）もしくは制御弁を配置することができる。
【００４２】
　本発明のさらに他の面では、淹出チャンバを閉じるための手段が、例えば淹出チャンバ
からの液体の流出を防止することができるバルブの態様で配置される。
　淹出チャンバを閉じる、したがって気密領域を形成する（好ましくここに食品が加圧さ
れて収容されている）ことができるので、圧力下でまたは減圧下で予め注入する工程を提
供できる利点がある。希釈用液体は淹出チャンバに供給され、そこで密封される。
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【００４３】
　さらに、少なくとも一のパイプヒータは、加圧された流体を受けることができるよう閉
じたタイプとでき、つまり両端に接続部例えばダクトが配置されている。また、少なくと
も一のパイプヒータは、開いたタイプとでき、つまり、少なくとも一の端部は大気圧が働
くよう配置されており、好ましくは、この端部はダクトに接続されておらず、希釈剤タン
ク内にまたは液体収集容器に配置される。
　本発明の有用な面では、飲料調製装置の少なくとも一のパイプヒータは、飲料調製サイ
クルの後にスイッチ・オフ状態とでき、これにより、装置のスタンバイ・モードにおいて
エネルギーが消費されるのを回避している。新たに飲料が調製される場合、パイプヒータ
が作動され、所望の温度に迅速に達することができる。
【００４４】
　本発明の一の面では、飲料調製装置は、独立して制御することができる、内部を通って
流れる希釈用液体を加熱するための少なくとも一のパイプヒータを有する少なくとも二つ
の加熱手段を備える。少なくとも二つの加熱手段は、流体が通るよう直列に接続される、
または一方の加熱器から他方の加熱器に希釈剤を流れさせる必要がある場合には第一加熱
器の下流側にある適当なバルブ手段を用いて直列に接続可能である。少なくとも二つの加
熱手段は、少なくとも一のパイプヒータの二以上の加熱セクション（例えば上述したもの
）および／または二以上の別々のパイプヒータを備えることができる。パイプヒータの加
熱セクションは、互いに電気的に絶縁される。
　二以上の加熱セクションは、飲料調製装置の少なくとも一の制御器によって独立して制
御される。制御器は、二以上の加熱セクションに電力を独立して供給するよう構成されて
いる。
【００４５】
　なお、独立して制御という表現は、パイプヒータのそれぞれの加熱セクションを制御す
ることができる、つまり、パイプヒータの残りの一以上の他の加熱セクションから独立し
て作動できるまたは非作動とできることを意味するよう用いていることを記載しておく。
また、それぞれのセクションを、パイプヒータの一以上の他の加熱セクションから独立し
て、作動することができる（好ましくは所望の時間）、かつ／または非作動とできる（好
ましくは所望の時間）ことを記載しておく。
　飲料調製の際に、少なくとも一の加熱セクションを少なくとも一回非作動とできる。
【００４６】
　一の面では、少なくとも一のパイプヒータの二以上の加熱セクションは、パイプヒータ
の表面に貼り付けられた二以上の部分の加熱フィルムによって形成されている。加熱フィ
ルムのそれぞれの部分は、パイプヒータのそれぞれの加熱セクションに電力を独立して供
給するによって独立して制御するために、少なくとも一の制御器または共通の制御器に電
気的に接続される。
【００４７】
　パイプヒータの二以上の加熱セクションを独立して制御することによって、特に希釈用
液体を所定の温度に素早く低いエネルギー消費で加熱できることによって、飲料調製プロ
セスをより適切に制御できる利点がある。さらに、このような構成により、希釈剤の流量
、粘度、沸点、導入されるときの温度など希釈剤の変数に応じて、最終飲料において所望
の温度とするための最善の制御勾配を測定することができる。
【００４８】
　また、加熱手段が二以上の別々のパイプヒータを備える場合、二以上の別々のパイプヒ
ータを、パイプヒータの加熱セクションと関連して、上述した通り独立して制御すること
ができる。二以上のパイプヒータを独立して制御することによって、特に希釈用液体を所
定の温度に素早く低いエネルギー消費で加熱できることによって、飲料調製プロセスをよ
り適切に制御でき、加えて、先に示した通り、飲料調製のために利用される希釈剤の種々
の特性に温度制御を適応させることができる利点がある。
　可能な態様では、二以上の別々のパイプヒータは希釈用液体が通過するラインに沿って
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直列に配置される。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
　本発明のさらなる利点および特徴は、以下の添付の図面を参照する、限定するものでは
ない単なる例示としての詳細な説明からさらに明らかとなろう。
【図１】図１は、一のパイプヒータが備えられ、希釈用液体の温度を飲料調製の際に少な
くとも二つの異なる値に設定できる、本発明にかかる飲料調製装置の第一の実施可能な形
態の概略図である。
【図２】図２は、同じ希釈剤または二つの異なる希釈剤を供給するために二つの希釈剤源
が備えられる、本発明にかかる飲料調製装置の第二の実施可能な形態の概略図である。
【図３】図３は、二つのパイプヒータが備えられ、一方のパイプヒータから導出される希
釈剤を淹出チャンバの下流側に供給可能であるまたは二つのパイプヒータから導出される
両方の液体を淹出チャンバの内部に供給可能である、本発明にかかる飲料調製装置の第三
の実施可能な形態の概略図である。
【図４】図４と図４ａは、少なくとも二つの加熱手段が備えられており、該少なくとも二
つの加熱手段は制御器によって独立して制御される、本発明にかかる飲料調製装置のさら
なる実施可能な形態の二つの概略図である。図４の実施態様においては、二つの加熱手段
はパイプヒータの少なくとも二つの加熱セクションを備えており、図４ａの実施態様にお
いては、二つの加熱手段は二つの別々のパイプヒータを備えている。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　例えば、概略的に図１～図３、図４および図４ａに示す、本発明にかかる飲料調製装置
において、コーヒー、茶、熱いもしくは冷たい飲料、または他の液体食品など飲料の調製
は、所定の量の淹出原材料から例えば液体または固体の抽出可能なもしくは可溶なもしく
は希釈可能な製品から行われる。好ましくは、淹出原材料の一回の分量は、希釈用液体（
淹出液体）および／または気体例えば蒸気など気体状の希釈剤を用いて淹出されるコーヒ
ー粉末などの粉末状製品を備える。
　飲料調製サイクルの際に、特に淹出チャンバ２の内部を通過する希釈用液体が原材料を
抽出するときに、内部に一以上の原材料が一時的に収容される淹出チャンバ２が装置１に
備えられる。
　淹出チャンバ２を、既知の通り形成することができ、一回の分量の一以上の原材料を内
部に収容できそして飲料調製サイクルの終了時に取り出すことができるよう、開けること
そして好ましくは気密に閉じることができる。
【００５１】
　さらに、希釈用液体が注入される希釈剤入口と、調製された飲料が例えば飲料容器１０
に届くよう淹出チャンバから出て行くことができる希釈剤出口と、が淹出チャンバ２に配
置される。
　例えば適量供給ダクト２ｂを備える適当な適量供給手段が、飲料を淹出チャンバ２から
飲料容器１０内へ適量供給するために配置される。
【００５２】
　本発明の一の面では、淹出チャンバを閉じるための手段２ａが配置される。例えば前記
手段２ａは、プログラムによって設定可能な圧力が達成されるまでまたは設定時間が経過
するまで淹出チャンバから液体の流出を防止することができるバルブを備える。そのよう
な圧力は好ましくは、飲料調製の際に用いられる圧力の数分の一程度である。
　原材料は、バラバラの態様で例えば、適当な搬送手段（図面において示されない）で、
好ましくは計測装置を用いて適切に一回の分量に分けられた、チャンバ内へと搬送される
バラバラの状態の乾燥させた粉末もしくは挽豆・焙煎した粉末として、飲料調製装置１に
特に淹出チャンバに供給することができる。あるいは、原材料を、予め包装された状態か
ら、例えばいわゆる「カプセル」など一次包装（プライマリ・パッケージング）に収容さ
れた状態から、または同様にフィルタ・ポッド（区画）または他の単一の供給容器に収容
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された状態から用いることができる。またこの場合、予め包装された原材料は、適当な搬
送手段（図面には図示せず）によって淹出チャンバ２に挿入されることになる。適当な搬
送手段には、バラバラの状態の原材料に関しては、エンドユーザの手作業による充填も含
めることができる。
【００５３】
　原材料が、予め包装された態様で淹出チャンバに供給される場合、カプセルを突き刺す
適当な手段が、淹出チャンバの内部にまたは予め包装された原材料内に例えばカプセル内
にまたはカプセルに付属させて配置することができ、これにより、そこに収容されている
原材料を淹出・抽出するようカプセルを希釈用液体が通過でき、チャンバから飲料が流れ
出ることができる。
　上述の通り、水などの少なくとも一つの希釈用液体は、本発明にかかる飲料調製のため
の装置１において用いられる。
【００５４】
　希釈用液体例えば水は通常、装置１において、貯水槽（ウォーター・リザーバ）すなわ
ちタンクに収容される。あるいは、給水管から当業者が利用可能な適当なシステムおよび
バルブによって引き込むこともできる。
　装置１には、希釈剤を供給可能な少なくとも一つの希釈剤源４，４’が配置される。
【００５５】
　なお、語「希釈剤源」はここでは、希釈剤タンク４ａ，４ａ’（リザーバ）または供給
ライン（給水ライン）だけでなく、希釈剤を分配可能なダクト４，４ｂ’も意味するよう
用いることを記載しておく。以下の説明において、タンクという語は、給水ラインから水
を受け取るリザーバ（または独立したタンク）、ヘッダータンクと、給水ラインと、の両
方を表すよう用いられる。
　言い換えれば、二つの希釈剤源４，４’が備えられる場合、二つの希釈剤タンク４ａ，
４ａ’とそれぞれのダクト４，４ｂ’とを備えることができる。実施可能な形態では、二
つのダクト４ｂ，４ｂ’を有する単一のタンク４ａを配置できる。二つのダクト４ｂ，４
ｂ’はタンク４ａから延びている。
【００５６】
　図１、図４および図４ａに示す実施形態において、装置１には、タンク４ａとそこから
延びるダクト４ｂを備える希釈剤源４が配置される。
　図２に示す実施形態において、二つの希釈剤源４，４’には、別々のタンク４ａ，４ａ
’と異なるダクト４ｂ，４ｂ’とが配置される。
【００５７】
　図３に示す実施形態において、単一の希釈剤タンク４ａには、二つのダクト４ｂ，４ｂ
’が配置される。二つのダクト４ｂ，４ｂ’は、二つのパイプヒータ５，５’に希釈用液
体を供給するために、単一の希釈剤タンク４ａから延びている。なお、所望の最終飲料を
調製するために、装置１の希釈剤源４，４’は、同じ希釈用液体を、または二つの異なる
希釈用液体例えば水と牛乳（牛乳もまた原材料とすることができる）を、供給することが
できることを記載しておく。二つの異なる希釈用液体が用いられる場合には、二つの希釈
剤源が備えられる。
　さらに、図２の実施形態に示す例では、希釈用液体を淹出チャンバの下流側に、例えば
適量供給手段２ｂに、または調製する飲料の容器１０に直接、または二つの希釈剤を混合
可能な混合領域に、直接供給するように、希釈用液体の一部は、淹出チャンバ２の内部を
またはその外部を通過することができる。
【００５８】
　実施可能な形態では、二つの希釈剤源４，４’が備えられる場合（例えば図２参照）、
淹出チャンバ２は一つの源からのみ希釈剤を受け取り、他方の源は、淹出チャンバの下流
側に液体を供給する。
　タンク４ａから導出される希釈剤が二つのダクト４ｂ，４ｂ’を介して二つのパイプヒ
ータ５，５’に供給される、図３に示す実施形態において、両方の希釈剤は、図３におけ
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る第二パイプヒータ５’から延びるライン６で示す通り、淹出チャンバ２の内部を通過す
るよう、流体連通状態とすることができる。好ましい実施形態では、淹出チャンバ２は、
第一パイプヒータ５に接続された一方のダクト４ｂからのみ希釈剤を受け取り、第二パイ
プヒータ５’に接続された第二ダクト４ｂ’は、淹出チャンバの下流側に（図２における
パイプヒータ５’から延びる実線７参照）、混合装置（例えばミキサ）２ｃに、液体を供
給する。
【００５９】
　装置１にはさらに、好ましくは加圧された、一以上の希釈源４，４’からの希釈用液体
を供給するための少なくとも一のポンプ３，３’が配置されている。ポンプ３，３’は好
ましくは電気的に動作される。異なる既知のタイプのポンプを、例えば、振動ポンプ、蠕
動ポンプ、遠心ポンプ、ジェットポンプ、浸漬型ポンプ、および回転ポンプのいずれかか
ら選択されるポンプを、本発明にかかる装置１において用いることができる。好ましくは
、少なくとも一のポンプは２０バールに達する圧力を印加することができる。
　またポンプ３，３’は、希釈用液体の流量を変更するよう動作することができる。
【００６０】
　装置１はさらに、内部を通過する希釈用液体に熱を伝達する少なくとも一の加熱器５，
５’を備える。好ましくは、その少なくとも一の加熱器はパイプヒータである。装置１が
二つの加熱器５，５’（二つの加熱手段）または三つ以上の加熱器を有する場合、加熱器
のうちの少なくとも一つがパイプヒータである。
　より詳細には、二つの加熱器５，５’が備えられる場合、二つの加熱器の一方は内部を
通って流れる希釈用液体を加熱するためのパイプヒータであり、他方の加熱器は従来の加
熱器である、または、図２および図３の実施形態において示す例のように、両方の加熱器
５，５’は内部を通って流れる希釈用液体を加熱するためのパイプヒータである。
【００６１】
　図に示していないが、本発明では、従来の加熱器を備えることができ、これにより、ユ
ーザによって、集中的な使用すなわち装置のいわゆる「ピーク時の使用」に対応するよう
利用できるように予め加熱した大量の希釈剤を提供するといったいくつかの利点が得られ
る。
　より詳細には、装置１は、中空のパイプである前記「パイプ」タイプの少なくとも一の
加熱器を備える。パイプヒータは、好ましくは直線状（ストレートパイプヒータ）である
が、他の形状、例えば薄いフィルムヒータまたは厚いフィルムヒータに関して先に説明し
た通りＵ字状またはコイル状または曲がりくねった態様等で用いることもできる。
【００６２】
　パイプヒータ５，５’の長さは５～２５ｃｍとでき、外径は６ｍｍ～２５ｍｍとでき、
厚さは、用いられる材料に応じて０．４～数ｍｍで変更できる。好ましい一の材料は、こ
の用途の技術において既知の石英化合物である。
　パイプヒータは、少なくとも４０バールを超える試験圧力に耐えることができる。その
ため、通常の適量供給サイクルにおける２０バールの最大圧力にも達する場合がある電気
ポンプとともに用いるのに適している。
【００６３】
　用いられる材料のタイプに応じて、厚さを変更することができるが、好ましい特徴では
、厚さが２．５ｍｍ未満のパイプヒータが用いられる。
　パイプヒータの電気接続については、典型的には、この加熱器は、１１０、１２０およ
び２３０Ｖなどの電気接続用の加熱器の外面にしっかりと固定されたまたは接着された電
極ストリップとすることができる。また、絶縁区域を有することもできる。例えば一組の
電極と絶縁部分とをパイプのそれぞれの端部に配置することができるが、他の構成も可能
である。
【００６４】
　パイプヒータ５，５’は、食品に適しており５０～１００℃または２００℃にも達する
範囲の温度で用いられるプラスチックで中空にまたは中実に形成されたインサートとする
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こともできる。あるいは、パイプヒータは、パイプヒータの表面と内部を通って通過する
液体との間の熱交換を最大限にするために、パイプ自体に挿入されたメッシュまたは同様
の装置を収容することもできる。任意選択的に、そのようなインサートを、熱伝達を増加
させるよう液体流れの乱流を増加させるように、そしてパイプの内面に対する加熱される
液体の表面張力を低減するよう、組み込むこともできる。そのような装置は一般的に入手
可能である。そのような一つのコアは、ジョンソンらによって米国特許出願公開第２０１
０／００４６９３４号明細書（ＵＳ２０１０００４６９３４）に開示されている。
　上述の通り、パイプヒータには、加熱フィルムが、または好ましくは適当な金属酸化物
ならびに／もしくはカーボンナノチューブ（ＣＮＴ）を有するコーティングが配置され、
これにより、電力が接続リードに供給されるとすぐに、迅速な発熱が行われる。パイプヒ
ータの電力は、長時間にわたる飲料の迅速な提供のためのダブルヒータ、または少量のエ
スプレッソ専用飲料のためのシングルパイプなど所望の特定用途に応じた範囲に対応する
。パイプヒータの適当な電力は、好ましくは５００Ｗ～３５００Ｗ、または５００Ｗ～２
５００Ｗの広い定格範囲から選択することができる。
【００６５】
　実施可能な形態にかかる、装置には、内部を通って流れる希釈用液体を加熱するための
少なくとも一のパイプヒータを含む少なくとも二つの加熱手段５，５’を配置することが
できる。加熱手段５，５’は、例えば図４の実施形態において示す例のようにパイプヒー
タ５の二つ以上の加熱セクション８０，８０ａ，８０ｂを備えることもできる。特に、図
４に示す実施形態においては、パイプヒータ５には三つの加熱セクション８０，８０ａ，
８０ｂが配置されている。
　パイプヒータ５の二つ以上の加熱セクションは、パイプヒータの表面に貼り付けられ加
熱フィルムの二つ以上の部分によって形成される。図４に示される実施形態は、加熱フィ
ルムの三つの部分８０，８０ａ，８０ｂを有する。上述の通り、パイプの表面の加熱フィ
ルムの部分は互いから電気的に絶縁される、つまり、互いに独立して（またはすべて同時
に）作動させることができる。これにより、パイプを通過する水または流体は、制御器Ｃ
によってどれだけの部分が作動されているかに応じて、より高い温度にまたは低い温度に
加熱される。
【００６６】
　好ましくは、加熱セクションは、制御器Ｃによって独立して制御される。
　他の例示的な実施形態では、例えば、図４ａに示す通り、装置の二つ以上の加熱手段５
，５’を、制御器Ｃによって独立して制御される二つ以上の別々のパイプヒータ５，５’
によって形成することができる。二つ以上の別々のパイプヒータ５，５’は好ましくは、
一方のパイプヒータ５から導出される希釈用液体が第二パイプヒータ５’の入口へと流れ
るよう、直列に配置される。
【００６７】
　両方の場合において、複数の加熱手段または同じ加熱手段の複数の加熱セクションを用
いることにより、希釈剤の特定量を所定時間加熱するために用いられる電力をより正確に
調整することができる。言い換えれば、飲料調製プロセスにおける種々の条件（例えば、
原材料を通過するのに、つまり浸透するのに必要な圧力を増加させるよりぎっしり詰まっ
た原材料ベッド）に応じて、または種々の飲料調製のタイプ（例えば淹出チャンバの容量
内に種々の量のコーヒー粉末またはフレッシュな細かく刻まれた茶葉を用いる）に応じて
、希釈剤の流量を変更することができる。両方の場合において、複数の加熱手段を用いる
構成、または同じ加熱手段の複数のセクションを用いる構成により、同じ所定の時間でパ
イプを介して加熱手段によって希釈剤に転送されるパワーを低減するまたは増加すること
ができる。このような場合、流量の増加または低下時に、単位時間当たりに必要とされる
電力は、淹出チャンバに供給される希釈剤に求められる温度に達するよう増減することが
できる。
　あるいは、同じ量の希釈剤を所望の温度に加熱するのに必要な同じ量の電力を、より長
い時間用いることもできる。



(27) JP 2017-529912 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

【００６８】
　流量を広い範囲で変化させるよう調節するために、つまり所望の温度への同じ量の希釈
剤を加熱するのに必要な総使用時間に調節するために、制御器はまた、装置の少なくとも
一のポンプを制御する手段を有することもでき、これにより、そのような外部手段を介し
てこのように流量を増減することができる。例えば、加熱手段から導出される希釈剤の温
度が求められる値より小さい場合、希釈剤の流量はポンプの作用により低減される。その
制御は、飲料調製の際にリアルタイムで行うことができる。
　家庭用の状況で用いられるのに適した装置を提供するために、好ましい特徴では、装置
の全体的な定格消費は国内ソケットの定格負荷未満に抑えられる、好ましくは全体的な定
格消費は１２アンペア未満に抑えられる。
【００６９】
　本発明の一の面では、装置１は、加熱器５，５’から導出される希釈用液体の温度を計
測するために少なくとも一の温度センサＳを備える。
　温度センサＳは、温度を検出するために直接加熱器上にまたは加熱器に隣接して配置す
ることができる。また、温度センサＳは加熱器の温度の調整に用いられる。あるいは、少
なくとも一のセンサＳは、流体回路において加熱器（例えばパイプヒータ）の下流側に配
置することもできる。
【００７０】
　適当な温度センサＳは、例えばＮＴＣ（負の温度係数）タイプまたはＰＴＣ（正の温度
係数）タイプのいずれかの一以上のサーミスターである。他のタイプも当業者には利用で
きる。例えば、少なくとも一のセンサＳは、パイプヒータ自体からある距離だけ離れて配
置されるバイメタルセンサを備えることもできる。
　いずれの場合も、センサＳは、加熱器によって加熱される希釈剤の温度を直接計測する
すなわち測定するよう、総括的には正確に制御するよう、加熱器がパイプヒータである場
合、任意選択的にパイプヒータ自体の表面温度を制御するよう、配置される。
【００７１】
　一以上のセンサＳは、全体として温度監視システムは、後述する通り制御器Ｃに接続さ
れる。制御器における温度監視ソフトウェアは、淹出工程において温度を制御することが
できるよう、そして飲料調製の工程の際に検出された温度値に応じてパイプまたはパイプ
の部分の加熱に作用することができるよう、好ましくはリアルタイム条件で、制御および
精度を向上するためのフィードバックループを有することもできる。さらに、予め設定さ
れた値よりも高いまたは低い温度測定値に対して温度の最大範囲にわたって精度を効果的
に向上するために当業者が利用可能なアルゴリズムを制御器のソフトウェアに含めること
ができる。
　または装置１には、希釈用液体流量を測定するための少なくとも一のセンサＳ１を配置
することができる（例えば図４および図４ａ参照）。センサを、希釈剤流れ（フロー）方
向（ポンプから淹出チャンバに）に対して、加熱器５の下流側に配置できる、または好ま
しくは加熱器の上流側に配置できる、または加熱器とポンプとの上流側に配置できる。
【００７２】
　なお、例えば前記少なくとも一つのパイプヒータ５を通過する希釈用液体の現在の流量
値を、少なくとも一の希釈剤源４から希釈用液体を供給するように構成される少なくとも
一つのポンプ３の動作点を用いて、および／または少なくとも一のフローセンサＳ１また
は圧力センサによって、測定することができることを記載しておく。
　実施可能な形態では、少なくとも一のパイプヒータはいわゆる自動調整のタイプとでき
る、つまり飲料調製に用いられる希釈用液体の温度を正確にオン・ラインで監視する必要
がない。このような場合、安定したフローおよび適切な定格の加熱手段により、求められ
る温度に希釈剤を着実に加熱できる。自動調整フィルムを、８０℃～１３０℃の範囲の温
度で、好ましくは８５℃～９９℃の範囲の温度で用いることができる。
【００７３】
　また、安全上の理由で、９０℃～１８０℃の範囲の温度において選択できる閾値を（好
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ましくはその温度閾値が１００℃よりも高く選択される）超える温度をセンサが検出した
場合、パイプヒータへの電力供給を瞬時に遮断できる少なくとも一の安全用遮断スイッチ
をパイプヒータには配置することができる。
　当業者が利用可能なあらゆる追加的なセンサ（図示せず）を、例えば希釈剤がパイプの
５０％未満であることが検出された場合に希釈剤の不足を検出するためのセンサを、用い
ることができる。したがって、パイプの内部における希釈剤が大幅に不足している場合、
パイプヒータの使用を禁止することができる。実際、この場合、パイプヒータは熱を十分
に逃がすことができないので、薄いフィルムまたはコーティングなどに回復不能なダメー
ジを与える可能性が高い。希釈剤の不足を検出するためのセンサが作動した場合、パイプ
ヒータへの電力供給を直ちに遮断しなければならない。そのためには、適切なソフトウェ
ア命令を制御器Ｃに提供する必要がある。
【００７４】
　タイビームまたは高弾性率の熱射出成形プラスチックで形成されたクリック・オン設計
または二つのフランジ（具体的には入口フランジと出口フランジ）を固定するのに適した
ものを用いて、パイプヒータを組み立てることができる。このように、パイプヒータは、
フランジにしっかりと取り付けられ、そして適切な封止手段が配置されて、これにより、
パイプヒータは、動作（そして試験）圧力を受けた状態で完全な流体密封を確実に行うこ
とができる。また、流体回路システムの上方セクションそして任意選択的に下方セクショ
ンをパイプヒータに接続する取り付け具が備えられる。他の実施形態において、飲料調製
システムの外部流路上の下流側フランジは、同じピースの反対の側で、水または他の希釈
剤を淹出チャンバへ直接供給するための淹出チャンバの一部である。そのような構成にお
いては、加熱領域と淹出または飲料調製領域との間の距離を最小化できるので、希釈剤の
熱損失を最小限にすることができる。
　バネ作動式の最も簡単な態様の場合であっても、加熱器からの（特にパイプヒータから
の）液体の逆流を防止するために、言い換えれば、引き込みおよび引き出し液体経路を通
じて加熱器（特にパイプヒータ）が空になってしまうのを防止するために、加熱器（パイ
プヒータまたは従来の加熱器のいずれか）への入口液体ダクトおよび／または加熱器（パ
イプヒータまたは従来の加熱器のいずれか）からの出口液体ダクトには一方向バルブ（チ
ェックバルブ）を配置することができる。
【００７５】
　フローを制御するよう、したがって温度および／または流量を増加させるために一以上
のパイプヒータを通じて引き込まれる希釈剤を方向付けるように、２ウェイ・バルブおよ
び３ウェイ・バルブなどの他のタイプのバルブを組み込むこともできる。
　実施可能な形態では、パイプヒータからの出口フロー経路ダクトは、加熱の後に希釈剤
のプログラムによって設定可能な一部を、適温より低い原材料との接触を防止するために
、少なくとも一のバルブを介して放出することを可能にするよう設計することもできる。
【００７６】
　同様に、並列の流体回路を、パイプヒータの内部部分を洗浄するための洗浄サイクルを
提供するため、追加することもできる。
　任意選択的に、例えば中国実用新案第２０２９７３８４７号明細書（ＣＮ２０２９７３
８４７）における、希釈剤（例えば水、牛乳）の導入フローを予め加熱するためにパイプ
アセンブリ内において消散された熱を用いることにより効率を向上するための再循環手段
を、当業者はパイプヒータに配置するよう利用することができる。
【００７７】
　あるいは、またはさらに、記載されたパイプヒータを、より単純な、非加圧式の「オー
プンパイプ」タイプのパイプヒータとすることもできる。
　パイプヒータが「オープン」タイプである場合、飲料調製装置が平面上で動作位置に配
置されると、好ましくはパイプヒータは垂直に配置される。言い換えれば、直線状のオー
プンタイプのパイプヒータの軸は好ましくは、装置１が配置される面に対して垂直である
（つまり、重力と平行である）。
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【００７８】
　なお、二つ以上のパイプヒータが備えられる場合、例えば中国特許第１０２６９２０７
９号明細書（ＣＮ１０２６９２０７９Ａ）のように、パイプヒータを並列に接続すること
ができる。あるいは、またはさらに、装置は、例えば中国実用新案第２０１４８８２３２
号明細書（ＣＮ２０１４８８２３２Ｕ）のように、加圧下でもしくは大気圧状態で動作す
る、直列に配置された複数のパイプヒータを備えることができる。
　あるいは、パイプヒータは、最小限の圧力で、いずれにしても３バールより低い、好ま
しくは２バールより低い、最も好ましくは１バールより低い圧力で、動作するのに適した
「オープン」タイプとすることができる。この場合、希釈剤の粒子の混合および関連する
熱分布の向上を目的として、導出される熱い希釈剤または液体の収集器（コレクタ）を備
えることもできる。熱い液体のコレクタは、封止することも開いておくこともできる。
【００７９】
　また、そのような低い圧力範囲に適したポンプを、例えば、そのような構成において用
いられる吸上げポンプ、ジェットポンプまたは浸漬型ポンプを、当業者は利用することが
できる。上述した通り、圧力は好ましくは最小限であり、１バール未満であり、０．５０
水柱メートル(meter)程度に低く、つまり約０．０５バールである。流量は、希釈剤の必
要とされる出口温度に調整可能である。例示的であり、制限するものではない流量は、典
型的には１～１０ｍｌ／秒の範囲であり、飲料調製の要求基準に応じて変化する。
　パイプヒータの熱導電性フィルムおよび関連する温度ならびに希釈剤センサＳなどの、
装置１および加熱器５，５’の部品は、制御器Ｃに、つまりマイクロプロセッサ装着ＣＰ
Ｕボードを好ましくは備える制御ユニットすなわち「電子制御装置」に、電気的に接続さ
れる。制御器Ｃは任意選択的に、パイプヒータの電力供給を管理するための、当業者が利
用可能な、読み出し専用および／または読み取り・書き込み領域を有するデジタル記憶装
置と、適切なソフトウェアおよびハードウェアと、を備える。また、飲料調製に必要とさ
れる少なくとも一つのポンプ３，３’は、制御器Ｃによって動作される。
【００８０】
　好ましくは、制御器Ｃはまた、淹出チャンバ制御手段２ａ（例えば淹出チャンバの流出
弁２ａ）を動作することができる。バルブは飲料の圧力によって動作することもできる。
　また、制御器Ｃは、それぞれの関連する部品によって、最も適切には、温度・過温度制
御および水の有無の制御に関して特有の、装置において利用可能なセンサによって、任意
選択的に、適量供給される飲料の流量を検出するための水測定ユニットによって、診断機
能を制御する。
【００８１】
　また装置１は、ユーザから入力を収集し、かつ情報をユーザに伝達するためのグラフィ
ックユーザインタフェース（ＧＵＩ）を備えることができる。例えば、適当なグラフィッ
クインタフェースは、本願出願人の国際特許出願公開第２００９／０１６４９０号（ＷＯ
２００９０１６４９０）に開示されている。
　本発明の一の面では、装置１は希釈用液体を二つの異なる温度値に加熱することにより
、飲料を調製するために用いられる。
【００８２】
　このために、制御器が、電力を加熱器５に好ましくはパイプヒータに、ヒータから導出
される希釈剤の温度を、飲料調製サイクルにおいて少なくとも二つの異なる値Ｔ１，Ｔ２
に設定するよう、供給する。所定時間かつ／またはパイプヒータを通過する希釈用液体の
所定量に対して、前記温度値の少なくとも一つが維持される。
　例えば、実施可能な形態では、少なくとも５～１００ｃｃが第一温度値Ｔ１の希釈剤と
ともに適量供給され、その後、温度が第二値Ｔ２に上昇するよう加熱器に電力が供給され
、そして調製する飲料の最終容量に達するよう、所定時間かつ／または希釈用液体の所定
量に対してこの値に維持される。
【００８３】
　少なくとも二つの温度値Ｔ１，Ｔ２間の差が少なくとも３０℃、好ましくは少なくとも
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４０℃、より好ましくは少なくとも５０℃である。
　なお、温度値のうちの一つは、希釈用液体の周囲温度と略等しく、つまり約２５℃とで
きる。この場合、希釈用液体が周囲温度にあるとき、電力を供給することなく加熱器を非
作動状態に維持できる。
【実施例１】
【００８４】
　希釈用液体の第一温度値は２５℃に設定される。所定の量の好ましくは５～１００ｃｃ
の希釈用液体が供給された後、パイプヒータは９０℃の温度値に設定される。装置に第二
パイプヒータ５’が配置されている場合、図２および図３に示す例のように、第二パイプ
ヒータ５’を第一動作モードに応じて非作動状態に維持することができる。
　実施可能な形態では、さらなる量の希釈剤がさらに高い温度値で例えば９５℃で追加供
給される。
【００８５】
　この場合、内部を通って通過する希釈剤の温度を９５℃に設定するよう、第二パイプヒ
ータ５’に電力を供給することができる。
　なお、さらに高い温度値例えば９５℃に設定するよう第一パイプヒータ５に電力を供給
することにより、９５℃の温度の希釈剤を供給することもできることを記載しておく。
【００８６】
　なお、例えば９５℃の第二パイプヒータから導出されるさらなる液体を、例えば図３の
実施形態のように、淹出チャンバに供給することができる（ラインがパイプヒータ５’か
ら出ている）、または、図２の実施形態および図３のさらなる実施形態のように、内部を
通過することなく淹出チャンバ２の下流側に供給することができる（パイプヒータ５’か
ら出ている実線を参照）ことを記載しておく。
　本発明の一の面では、少なくとも一の希釈剤ポンプ３は、ポンプ３によって供給される
希釈剤の流量を停止するまたは低減するよう、動作される。好ましくは、ポンプ停止、ま
たは希釈流量の低減は、好ましくは少なくとも二つの異なる温度値（Ｔ１，Ｔ２）間での
希釈用液体の温度移行の際に行われる。一般に、淹出装置が飲料を適量供給するために動
作されるとき、もしも希釈剤温度があまりにも低すぎる場合、最終飲料が低い温度となっ
てしまうことを避けるために、ポンプ停止を行うことができる。
【００８７】
　なお、本実施例においては二つのパイプヒータ５，５’を明示的に説明したが、一方の
加熱器がパイプヒータであり他方の加熱器が従来の加熱器である装置１にも本実施例を適
用できることを記載しておく。
【実施例２】
【００８８】
　実施可能な形態では、２０ｃｃの第一希釈剤を、３０℃の温度で淹出チャンバを通じて
１０秒間１５バールの圧力でパイプ５から注入することができる。
　その後、パイプヒータ５は希釈剤の温度を９０℃に設定するよう動作する。
　そのような移行の際に、電気ポンプ３を３秒以下で、好ましくは１秒以下で、最も好ま
しくは０．５秒以下で電力を遮断することができる。こうして、パイプの内部の希釈剤の
移動を減速するまたは停止する。
【００８９】
　既に説明した通り、本発明の一の面では、二つ以上のパイプヒータ５，５’を、飲料調
製の適応性を高めるために、そして少なくとも二つのパイプヒータを使用することによっ
て電力消費を大幅に低減するのに適した飲料調製装置を提供するために、用いることがで
き、これにより、家庭用電気機器で用いられる従来のソケットにおいて定格が制限されて
いるなど、電源に制約がある場合であっても、二つの熱源を用いることによって適応性を
向上することができる。
　二つのパイプヒータ５，５’を、種々の飲料調製サイクルに応じて種々の方法で制御す
ることもできる。
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【００９０】
　例えば、飲料調製サイクルにおいて、前記加熱手段の一方から導出されるまたは前記加
熱手段の両方から導出される希釈剤の温度を一定の値および／または少なくとも二つの異
なる値（Ｔ１，Ｔ２）に独立して設定するよう、前記加熱手段の一方または前記二つの両
方の加熱手段５，５’へ電力を供給することができる。
　同じ飲料調製サイクルにおいて、一方または両方のパイプヒータ５，５’に対して、一
定の値または二つ以上の異なる値の組み合わせを提供することもできる。
【００９１】
　なお、本実施例においては二つのパイプヒータ５，５’を明示的に説明したが、一方の
加熱器がパイプヒータであり他方の加熱器が従来の加熱器である装置１にも本実施例を適
用できることを記載しておく。
　実施可能な形態では、二つの加熱器５，５’が提供される場合（そして、好ましくは、
二つのパイプヒータが備えられる場合）、例えば図２および図３の実施形態に示すように
、内部を通って通過する希釈剤の温度を一定温度値に設定するために、一方のパイプヒー
タに電力が供給され、内部を通って通過する希釈剤の温度を少なくとも二つの温度値に設
定するために、他方のパイプヒータに電力が供給される。
【００９２】
　なお、本発明の一の面では、飲料調製は混合して完成品としての飲料へと再構成するた
めの少なくとも二つの希釈用液体（好ましくは異なるタイプの希釈剤）を少なくとも一の
温度で適量供給することによっても達成されることを記載しておく。したがって、実施可
能な形態では、例えば図２に示す例のように、装置１は、同じ希釈用液体または二つの希
釈用液体を供給するための、好ましくは専用のポンプ３，３’が配置されている二つの希
釈用液体源４，４’と、希釈剤源４，４’の少なくとも一方から内部を通って流れる希釈
用液体を加熱するための少なくとも一の加熱器５と、を備える。
　淹出チャンバ２は、前記二つの希釈剤源４，４’のうちの少なくとも一方から少なくと
も一の希釈用液体を受け取るよう、流体連通状態に配置されている。
【００９３】
　図３に示す実施形態において、単一の希釈剤タンク４ａからの希釈剤が、好ましくは二
つのパイプヒータ５，５’に希釈用液体を供給する二つの源を形成する二つのダクト４ｂ
，４ｂ’に供給される。
　実施可能な形態では、二つの加熱器５，５’の温度は一定の値に設定される。なお、一
般に、加熱器に設定された一定の値は、他方の加熱器に設定された一定の値とは異なる値
とできることは理解されよう。
【００９４】
　言い換えれば、回収のために、この第二の例示的な形態は、二つの別々の希釈剤流路を
構成する少なくとも二つの希釈剤源を提供する。希釈剤源の一方は、淹出チャンバすなわ
ち調製チャンバに収容されている食品と組み合わせるよう用いられ、そして他方は最終飲
料を提供するためにその組み合わせによって得られたものと混合される。一方の希釈剤（
または両方）を、少なくとも一つのパイプヒータによって加熱することができる。温度制
御は、少なくとも一の一定の出口温度値を達成するよう設定することもできる。例示的な
形態において、冷たいコーヒーを調製し、湯または他の熱い原材料（例えば牛乳）を加え
ることも、逆に湯または他の熱い原材料の冷たいコーヒーを加えることもできる。
【実施例３】
【００９５】
　実施例３では、第一パイプヒータは９２℃に設定され、第二パイプヒータが９７℃に設
定される。
　より詳細には、シーケンスは次の通りである。消費者入力が、ＧＵＩを介して、制御器
に新たな飲料を命令する。
　第一希釈剤ポンプ３は、希釈用液体を例えば２ｍｌ／ｓの流量でパイプヒータ５に注入
を開始する。
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【００９６】
　制御器Ｃは、好ましくは最大プラスマイナス１℃の許容量範囲で９２℃に維持するよう
設定されたパイプヒータ５の加熱をオンにする。
　所定のプログラムによって設定可能な時間後、第二ポンプ３’は、制御器Ｃによって例
えば６ｍｌ／ｓの流量でオンにされる。その後、第二パイプヒータ５’の加熱は制御器Ｃ
によってオンにされる。調製のサイクルの際において、温度設定を変化させなくともよい
。
【００９７】
　第一パイプヒータ５は好ましくは８グラムで計量され、中央平均挽豆加減(median aver
age grind)（分布の５０％の）が３５０μＭである、焙煎されて挽豆されたコーヒーが充
填される淹出チャンバ２に接続され、コーヒーは好ましくは平均圧力１６バールで淹れら
れる。適当な大きさは例えば欧州特許出願公開第１８８２４３２号明細書（ＥＰ１８８２
４３２）に開示されている。
　第二パイプヒータ５’を、任意選択的に９７℃に好ましくは６ｍｌ／ｓの一定の流量で
連続的に維持するよう設定された自動調整加熱フィルム・セットを有する「オープンパイ
プ」タイプのパイプ加熱アセンブリとすることができる。
【００９８】
　なお、例えばライン７で図２の実施形態に示す通り、前記二つのパイプヒータの一方の
パイプヒータ５，５’を、そこから導出される液体を淹出チャンバ２の下流側に供給する
ために配置することができることを記載しておく。しかしながら、例えば図３の実施形態
に示す通り、両方のパイプヒータ５，５’を、希釈用液体を淹出チャンバ２の内部に供給
するために配置することもできる（パイプヒータ５’から導出されるライン６を参照）。
　実施可能な形態では、一方のパイプヒータ５の温度は一定の値に（例えば９２℃に）設
定され、第二パイプヒータ５’の温度は少なくとも二つの異なる温度値（例えば９０℃と
９７℃）に設定される。
【００９９】
　なお、本実施例においては二つのパイプヒータ５，５’を明示的に説明したが、一方の
加熱器がパイプヒータであり他方の加熱器が従来の加熱器である装置１にも本実施例を適
用できることを記載しておく。
【実施例４】
【０１００】
　シーケンスを以下に説明する。消費者入力が、ＧＵＩを介して、制御器に新たな飲料を
命令する。
　第一希釈剤ポンプ３は、希釈用液体を好ましくは２ｍｌ／ｓの流量でパイプヒータ５に
注入を開始する。内部を通って通過する希釈剤の温度を好ましくはプラスマイナス１℃の
許容量範囲で９２℃の一定の値に設定するよう、第一パイプヒータ５に電力が供給される
。
　所定のプログラムによって設定可能な時間後、第二希釈剤ポンプ３’は、制御器Ｃによ
って好ましくは６ｍｌ／ｓの流量でオンにされる。
【０１０１】
　その後、第二パイプヒータ５’に制御器Ｃによって電力が供給される。第二パイプヒー
タ５’の温度値は、所定時間かつ／または内部を通過する希釈用液体の所定量に対して、
まず９０℃に設定される。
　好ましくは、第一温度Ｔ１（例えば９０℃）はサイクルのほとんどにおいて維持される
。その後、飲料における泡の量を低減し、かつ完成品としての飲料の温度を上昇させるた
めに、温度を好ましくは第一値より高い他の温度値に設定するよう、第二パイプヒータ５
’に電力が供給される。
【０１０２】
　好ましくは、第二温度値は９７℃である。所定時間かつ／またはパイプヒータを通過す
る希釈剤の所定量に対して、第二温度値が維持される。



(33) JP 2017-529912 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

　好ましくは、９７℃の温度が、飲料調製サイクルの最後の１０秒間維持される。
【０１０３】
　第一パイプヒータ５は好ましくは８グラムで計量され、中央平均挽豆加減（分布の５０
％の）が３５０μｍである、焙煎されて挽豆されたコーヒーが充填される淹出チャンバ２
に接続され、コーヒーは好ましくは最大圧力１６バールで淹れられる。適当な大きさは例
えば欧州特許出願公開第１８８２４３２号明細書（ＥＰ１８８２４３２）に開示されてい
る。
　第二パイプヒータ５’を、任意選択的に９７℃に６ｍｌ／ｓの一定の流量で連続的に維
持するよう設定された自動調整加熱フィルム・セットを有する「オープンパイプ」タイプ
のパイプ加熱アセンブリとすることができる。一般的に、１２ｍｌ／秒の流量には３５０
０Ｗが必要とされる。
【０１０４】
　なお、例えば図２の実施形態に（また、図３の一の実施形態において、パイプヒータ５
’から導出される実線を参照）示す通り、前記二つのパイプヒータの一方のパイプヒータ
５，５’を、そこから導出される流体を淹出チャンバ２の下流側に供給するために配置す
ることができることを記載しておく。しかしながら、例えばパイプヒータ５’から導出さ
れるライン６およびパイプヒータ５から導出されるライン８の両方が淹出チャンバ２に接
続されている図３の実施形態に示す通り、両方のパイプヒータ５，５’を、希釈用液体を
淹出チャンバ２の内部に供給するために配置することもできる。
　実施例３に関して既に説明した通り、二つのパイプヒータ５，５’の温度は一定の値に
設定される。なお、一般に、パイプヒータに設定された一定の値は、他方のパイプヒータ
に設定された一定の値とは異なる値とできることは理解されよう。
【０１０５】
　さらに、本実施例においては二つのパイプヒータ５，５’を明示的に説明したが、一方
の加熱器がパイプヒータであり他方の加熱器が従来の加熱器である装置１にも本実施例を
適用できる。
【実施例５】
【０１０６】
　実施例５では、第一パイプヒータは９２℃に設定され、第二パイプヒータが８０℃に設
定される。
　より詳細には、シーケンスは次の通りである。消費者入力が、ＧＵＩを介して、制御器
に新たな飲料を命令する。
　第一希釈剤ポンプ３は、希釈用液体を例えば２ｍｌ／ｓの流量でパイプヒータ５に注入
を開始する。制御器Ｃは、好ましくはプラスマイナス１℃の許容量範囲で９２℃に維持す
るよう設定されたパイプヒータ５の加熱をオンにする。
【０１０７】
　所定のプログラムによって設定可能な時間後、第二ポンプ３’は、制御器Ｃによって例
えば６ｍｌ／ｓの流量でオンにされる。その後、第二パイプヒータ５’の加熱は制御器Ｃ
によってオンにされる。調製のサイクルの際において、温度設定を変化させなくともよい
。
　第一パイプヒータ５は好ましくは８グラムで計量された、焙煎されて挽豆されたコーヒ
ーが充填される淹出チャンバ２に接続され、コーヒーは好ましくは最大圧力１６バールで
淹れられる。
【０１０８】
　第二パイプヒータ５’は、１６バールの平均圧力で希釈剤を供給することができるポン
プ３’に接続された加圧タイプ・パイプヒータである。パイプヒータ５’には、一定の温
度値（例えばプラスマイナス２℃の許容量範囲で好ましくは８０℃）を維持するよう設定
することができる加熱フィルムが配置される。
　最高流量つまり最大流量１２ｍｌ／ｓを設定することができる。
【０１０９】
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　なお、例えば図２の実施形態に（また、図３の一の実施形態に）示す通り、前記二つの
パイプヒータ５，５’を、そこから導出される流体を淹出チャンバ２の下流側に供給する
ために配置することができることを記載しておく。しかしながら、例えばパイプヒータ５
’から導出されるライン６およびパイプヒータ５から導出されるライン８の両方が淹出チ
ャンバ２に接続されている図３の実施形態に示す通り、両方のパイプヒータ５，５’を、
希釈用液体を淹出チャンバ２の内部に供給するために配置することもできる。
　さらに、本実施例においては二つのパイプヒータ５，５’を明示的に説明したが、一方
の加熱器がパイプヒータであり他方の加熱器が従来の加熱器である装置１にも本実施例を
適用できる。
【０１１０】
　上述の通り、本発明の一の面では、飲料調製装置１は、内部を通って流れる希釈用液体
を加熱するための少なくとも一のパイプヒータを有する少なくとも二つの加熱手段５，５
’を備える。
　図４の例示的な実施形態に示す通り、加熱手段５，５’は、パイプヒータ５の二つ以上
の加熱セクションを、特に図４に示す実施形態における三つの加熱セクション８０，８０
ａ，８０ｂを備える。
【０１１１】
　好ましくは、加熱セクション８０，８０ａ，８０ｂは、制御器Ｃによって独立して制御
される。
　実施可能な形態では、例えば、図４ａに示す通り、装置の二つ以上の加熱手段５，５’
を、二つ以上の別々のパイプヒータ５，５’によって形成することができる。二つ以上の
別々のパイプヒータ５，５’は好ましくは、一方のパイプヒータ５から導出される希釈用
液体が第二パイプヒータ５’の入口へと流れるよう、直列に配置される。
【０１１２】
　言い換えれば、この形態の加熱手段は、直列に接続された、少なくとも一のパイプヒー
タの二つ以上の加熱セクションおよび／または二つ以上の別々のパイプヒータを備えるこ
とができる。
　パイプヒータ５の加熱セクション８０，８０ａ，８０ｂは、飲料調製装置の制御器Ｃに
よって独立して制御される。言い換えれば、制御器Ｃは、二つ以上の加熱セクションに電
力を独立して供給するよう構成されている。
【０１１３】
　上述の通り、少なくとも一のパイプヒータの加熱セクションは、パイプヒータの表面に
貼り付けられた二以上の部分の加熱フィルムによって形成されている。加熱フィルムのそ
れぞれの部分は、パイプヒータのそれぞれの加熱セクションに電力を独立して供給するに
よって独立して制御するために、少なくとも一の制御器Ｃに接続される。
　実際、パイプヒータの加熱セクション８０，８０ａ，８０ｂを、それぞれ制御すること
ができる、つまりパイプヒータの他の一以上の加熱セクションから独立して作動または非
作動とすることができる。それぞれの加熱セクションを、パイプヒータの一以上の他の加
熱セクションから独立して、作動することができる（好ましくは所望の時間）、かつ／ま
たは非作動とできる（好ましくは所望の時間）。
【０１１４】
　同じことを、例えば図４ａの実施形態に示す例のように加熱手段５，５’が二つ以上の
別々のパイプヒータによって形成されている実施可能な形態にも適用できる。
　本発明の一の面では、飲料調製に必要な設定温度に希釈剤を加熱するために、制御器Ｃ
は、加熱手段を通過する希釈用液体流量に応じて少なくとも一のパイプヒータを有する加
熱手段５，５’に電力を供給するよう構成されている。
【０１１５】
　前記流量を制御器Ｃによって独立して制御でき調整できる。その結果、適量供給装置の
温度制御プログラムは、希釈剤および完成品としての飲料の熱制御のさらなる変数として
前記流量を利用することができる。好適には、希釈用液体を一以上の所望の温度値に加熱
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するために、加熱手段に、例えば二つ以上の別々のパイプヒータ５，５’および／または
少なくとも一のパイプヒータの二つ以上の加熱セクション８０，８０ａ，８０ｂに電力を
供給することができる。
　さらに、例えば、利用可能な電力の１００％を加熱セクションの全面の５０％に供給す
るよう、または逆に利用可能な電力の５０％を加熱セクションの表面の１００％に供給す
るよう、または二つの可能な動作法を組み合わせて供給するよう、制御器Ｃは、少なくと
も二つの加熱セクション８０，８０ａ，８０ｂのそれぞれへの電力供給を調節することも
できる。
【０１１６】
　任意の希釈用液体流量に対して希釈用液体を所望の温度に加熱するために加熱手段に供
給される電力、特に加熱手段のうちの一つ以上の作動（および／または非作動）を制御す
ることができる。
　実際、所定のデータに基づいて、例えば所定の温度に対する供給される電力／時間への
関連付けデータのマップに基づいて、任意の希釈用液体流量に対して希釈用液体を所望の
温度に加熱するために加熱手段５，５’の作動を制御することができる。
【０１１７】
　実施可能な形態では、希釈用液体の最大流量に対して希釈用液体の温度値が得られるよ
う、加熱手段はそれぞれ作動される、つまり、制御器によって電力が供給される。制御器
は、現在の流量値が希釈用液体の最大流量値よりも低く下がった場合、加熱手段に供給さ
れる電力を低減するよう、またはいくつかの加熱手段を非作動とするよう、動作する。こ
の目的のために、加熱手段を少なくとも一時的に非作動とすることができる。
　本発明の一の面では、制御器Ｃは、好ましくは少なくとも一のパイプヒータを通過する
希釈用液体流量に応じて、前記少なくとも一のパイプヒータに供給される電力を低減する
、または前記少なくとも一のパイプヒータ非作動とするよう、動作する。前記流量を、制
御器Ｃによって制御することができ、感覚刺激の結果を向上するために意図的に低減する
こともできる。
【０１１８】
　発明の一の面では、好ましくは少なくとも一のパイプヒータを通過する希釈用液体流量
に応じて、少なくとも一のパイプヒータの一以上の加熱セクション８０，８０ａ，８０ｂ
に供給される電力を低減するよう、または、少なくとも一のパイプヒータの一以上の加熱
セクションを非作動とするよう、制御器は動作する。
　希釈用液体の現在の流量値は、希釈剤源４から希釈用液体を供給するよう構成されたポ
ンプ３の動作点を用いておよび／または少なくとも一のフローセンサＳ１を用いて測定す
ることができる。
【０１１９】
　そうすることによって、所望の飲料の最適な調製に必要な希釈用液体の所望の温度値を
得るために、希釈用液体の現在の流量値に応じて、一以上の加熱手段５，５’を独立して
制御することができる。
　なお、ここで説明した飲料調製装置を用いて調製されている種々の飲料の品質を最大限
に引き出すために、飲料調製の種々の工程を制御器Ｃは有することができ、前記種々の工
程には、希釈用液体の異なる流量、およびこれらを用いる時間を含めることができること
を記載しておく。したがって、例えば、供給される現在の流量の希釈用液体を所望の温度
に加熱するのに必要とされる数の加熱セクション８０，８０ａ，８０ｂおよび／または必
要とされる数のパイプヒータのみを作動させるよう、加熱手段５，５’を独立して制御し
なければならない。
【０１２０】
　飲料調製装置において、例えば希釈剤源４から希釈用液体を供給するためのポンプ３の
動作により、希釈用液体流量を変更することができる。
　要約すると、制御器Ｃは、淹出チャンバに供給される希釈剤の温度の関数として、また
加熱手段を通って流れる希釈剤の流量の関数として、電気的に独立した加熱手段を選択的
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に作動させるまたは非作動とする。言い換えれば、本発明では、必要な希釈剤の流量およ
び温度の関数として、または、流量の場合には、飲料調製工程において得られる流量の関
数として、前記加熱手段の一つまたはすべてに独立して電力を供給する制御器（Ｃ）が飲
料適量供給装置に備えられる。少なくとも一つの加熱手段はパイプヒータである。
【０１２１】
　特に図４および図４ａを参照して説明した上記の実施形態において、以下の可能な方法
を実行することができる。両方の方法において、一つまたは二つ以上の加熱手段の作動に
よって得られる希釈剤の流量と温度との間の相関が知られており、制御器に提供される。
・リアルタイム制御
　淹出工程において、最後の加熱手段の出口において要求される温度（つまり原材料の淹
出に適している温度）を得るために、作動される加熱手段（例えばパイプヒータの部分）
の数が、希釈剤の流量の関数として設定される。
【０１２２】
　流量が設定値よりも下がった（または上がった）場合、流量における変化を補正するよ
う作動する加熱手段の数が変更される。この変更は、特に適量供給される飲料の容量が約
４０～５０ｃｃより大きい場合、リアルタイムで行うことができる。
・プリセット制御
　作動する加熱手段の数（つまりパイプヒータの部分またはパイプヒータの数）と希釈剤
の流量とが、制御器によって、飲料を調製するために用いられる希釈剤の容量を考慮して
選択される。
【０１２３】
　飲料を調製するために必要な時間を低減するために、大きな容量の飲料（例えば３００
ｃｃ以上）は高い流量が用いられることになる。そのような場合、淹出希釈剤の要求温度
を提供するために、より多くの加熱手段（例えばすべての加熱手段）が作動されることに
なる。
　なお、今日の家庭用電気機器の大部分で用いられるボイラすなわちヒータと比較して、
本発明にかかる装置において用いられるパイプヒータはエネルギー効率が非常に高い。
【０１２４】
　これは、パイプ自体の大きさが抑えられていることにより、エネルギーの大部分をコー
ティングなどの熱導電性基材から希釈剤に伝達できるという事実に基づく。これにより、
最高効率とともに、温度制御において予想以上の利点が得られ、ツイン加熱器システムに
よるより正確な飲料調製サイクルの制御が可能になる。
　効率向上と消費低減を以下の二つ面から考察できる。
【０１２５】
　１．装置を動作準備完了状態に常に維持するために消費されるエネルギー量は、優先す
べき、機械の加熱システムが淹出できる状態になる際の起動の秒数と関係する。典型的に
は、カプセル・コーヒー・マシンなど現在の適量供装置は、現在市場にある「高速」タイ
プの場合、約３０秒で動作温度（またポンプ停止の場合の流量）に達する。一方、パイプ
ヒータでは、希釈剤が動作温度に達するのに必要な時間は、数分の一秒から２～３秒であ
る。
　さらに、ほんの３０秒で「淹出準備完了状態」になる「高速」タイプの装置に特有のス
タンバイ・モードがエネルギーを必要とするかどうか、そして「準備完了」状況に機械を
実際に維持するために必要なエネルギーがどのくらいかを知る必要がある。一方、パイプ
ヒータは電力供給を必要とせず、加熱サイクルはパイプおよび希釈剤の両方を周囲温度か
ら始めることができる。
【０１２６】
　２．第二に、エネルギーを、所定の飲料サイクルを実行するために必要とされるエネル
ギー量の点から考察することもできる。
　本発明にかかる装置を用いることによって、装置を動作準備完了状態に維持するために
必要とされるエネルギーを節約することができる。実際、本発明にかかる装置を、一の飲
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料調製サイクルと次の飲料調製サイクルとの間、非動作モードに維持しておくことができ
る。実際、新たな飲料の調製の要求において、周囲温度と同じ温度の希釈剤を加熱する場
合であっても、パイプヒータは希釈剤を短時間で加熱することができる。
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図４ａ】
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